
1　　戦国時代における楚の都市と経済　　柿沼

論
説戦

国
時
代
に
お
け
る
楚
の
都
市
と
経
済

柿　

沼　

陽　

平

は
じ
め
に

戦
国
時
代
の
南
方
中
国
に
は
、
楚
と
い
う
大
国
が
存
在
し
た
。
楚
は
荊
と
も
よ
ば
れ
、
中
原
諸
国
は
春
秋
時
代
頃
か
ら
そ
の
圧
力

に
苦
し
ん
で
い
た
。
伝
世
文
献
の
『
史
記
』
や
『
戦
国
策
』
等
を
み
る
と
、
戦
国
時
代
の
楚
（
す
な
わ
ち
戦
国
楚
）
は
、
と
も
か
く

強
国
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
と
く
に
戦
国
中
期
に
は
、
燕
・
斉
・
趙
・
魏
・
韓
は
数
十
万
人
の
「
帯
甲
」
や
「
武
士
」
を
も
つ
と

さ
れ
る
（『
戦
国
策
』
斉
巻
一
二
六
、
斉
巻
一
五
八
、
斉
巻
一
七
二
、
魏
巻
三
五
八
、
韓
巻
三
八
七
、
韓
巻
三
九
三
、
魏
巻
三
一
一
、

魏
巻
三
二
八
、
燕
巻
四
四
二

（
１
）

）。
一
方
、
楚
は
「
持
戟
百
萬
（『
戦
国
策
』
秦
巻
一
〇
八
）」、「
奮
擊
百
萬
（『
戦
国
策
』
秦
巻
四
七
、

秦
巻
九
四
）」、
あ
る
い
は
「
帶
甲
百
萬
（『
史
記
』
巻
四
〇
楚
世
家
頃
襄
王
条
、『
史
記
』
巻
六
九
蘇
秦
列
伝
、『
戦
国
策
』
趙
巻

二
七
六
等
）」
な
ど
と
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
等
以
上
な
の
は
、「
帶
甲
百
餘
萬
（『
戦
国
策
』
趙
巻
二
七
六
）」
と
さ
れ
る
全
盛
期
の
趙

か
、「
帶
甲
百
餘
萬
（『
史
記
』
巻
七
〇
張
儀
列
伝
、『
戦
国
策
』
韓
巻
三
九
三
）」、「
虎
賁
の
士
百
萬
（『
戦
国
策
』
楚
巻
一
九
六
）」、

あ
る
い
は
「
名
師
數
百
萬
（『
戦
国
策
』
秦
巻
一
〇
七
）」
な
ど
と
さ
れ
る
秦
く
ら
い
の
も
の
だ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
戦
国
七
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雄
の
こ
れ
ら
の
兵
力
は
、
か
な
り
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
七
雄
間
の
兵
力
比
を
し
め
す
も
の
と
し
て
は
参
考
に
な
ろ
う
。

だ
が
戦
国
楚
は
、
か
く
も
強
国
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
国
中
期
（
と
く
に
懐
王
期
）
以
降
、
度
重
な
る
秦
の
侵
略
に
苛

ま
れ
、
最
終
的
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
で
は
、
楚
は
一
体
な
ぜ
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

『
史
記
』
巻
四
〇
楚
世
家
を
み
る
と
、
懐
王
期
以
降
の
楚
に
は
、
ほ
ぼ
見
せ
場
が
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
懐
王
期
以
降
を
楚
没
落

期
と
す
る
楚
世
家
特
有
の
筆
法
に
も
一
因
が
あ
ろ
う

（
２
）

。
現
に
、
戦
国
中
期
以
降
の
楚
は
、
同
時
に
東
方
へ
の
進
出
を
も
図
っ
て
お
り
、

戦
略
上
つ
ね
に
後
手
後
手
に
回
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
楚
は
、
秦
に
最
後
ま
で
抵
抗
し
、
将
軍
王
翦
は
、
秦
の
ほ
ぼ
全
軍

に
あ
た
る
六
〇
万
人
を
動
員
し
、
よ
う
や
く
楚
を
滅
ぼ
し
た
（『
史
記
』
巻
七
三
白
起
王
翦
列
伝
）。
つ
ま
り
楚
の
力
量
は
、
戦
国
末
期

に
お
い
て
も
な
お
、
あ
な
ど
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
楚
が
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
理
由
は
、
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

そ
も
そ
も
秦
が
、
合
従
連
衡
の
世
界
を
勝
ち
抜
き
、
韓
・
魏
・
趙
・
楚
・
燕
を
武
力
で
、
斉
を
外
交
で
降
し
た
以
上
、
勝
敗
の
直
接
的

な
要
因
は
、
軍
事
力
と
外
交
力
の
差
に
求
め
ら
れ
よ
う
。『
史
記
』
や
『
戦
国
策
』
に
も
、
秦
が
軍
事
・
外
交
の
面
で
、
権
謀
術
数
に

長
け
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
記
載
が
散
見
す
る
。
だ
が
問
題
は
、
秦
楚
間
の
そ
の
よ
う
な
差
異
が
、
具
体
的
に
い
つ
、
な
ぜ
、
ど
う
生

じ
た
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
答
え
る
に
は
、
秦
の
勝
因
と
楚
の
敗
因
の
両
方
を
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
秦
の
勝
因

に
関
す
る
別
稿
を
念
頭
に
置
き
つ
つ

（
３
）

、
先
行
研
究
を
検
証
し
、
改
め
て
経
済
史
的
観
点
か
ら
楚
の
敗
因
を
闡
明
し
た
い
。

第
一
節　

戦
国
楚
の
敗
因
に
関
す
る
諸
説

一
．
天
命
喪
失
説

「
楚
の
敗
因
」
と
し
て
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
楚
の
「
天
命
」
喪
失
で
あ
る
。
藤
田
勝
久
氏
に
よ
る
と
、『
史
記
』
に
は
天
人
相
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関
説
と
諸
国
興
亡
を
結
び
つ
け
る
史
観
が
伏
在
す
る

（
４
）

。
た
と
え
ば
『
史
記
』
巻
一
五
・
六
国
年
表
は
、
秦
が
徳
政
・
軍
政
面
で
劣
る

西
方
僻
遠
の
小
国
に
も
か
か
わ
ら
ず
六
国
を
併
合
で
き
た
原
因
と
し
て
、
秦
が
天
然
の
要
害
に
位
置
す
る
だ
け
で
な
く
、「
天
命
」

に
支
え
ら
れ
た
点
を
挙
げ
る
。『
史
記
』
巻
四
四
魏
世
家
太
史
公
曰
も
、
秦
の
六
国
統
一
を
「
天
」
に
支
え
ら
れ
た
結
果
と
す
る
。

　

天
方ま

さ

に
秦
を
し
て
海
内
を
平
ら
か
に
せ
し
む
る
も
、
其
の
業
未
だ
成
ら
ず
。

こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
楚
の
「
天
命
」
喪
失
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、『
史
記
』
所
見
の
「
天
」
は
、「
儻あ

る

い
は
所
謂
天
道
是
か
非
か

（『
史
記
』
巻
六
一
伯
夷
列
伝
）」
の
一
句
が
象
徴
的
に
し
め
す
ご
と
く
、人
知
を
越
え
た
も
の
を
さ
す
。
よ
っ
て
本
説
は
、「
楚
の
敗
因
」

に
対
す
る
一
種
の
不
可
知
論
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
。
こ
の
よ
う
な
司
馬
遷
の
秦
王
朝
史
観
の
成
立
背
景
に
関
し
て
は
鶴
間
和
幸
氏

の
専
論
を
御
覧
頂
く
こ
と
と
し

（
５
）

、
こ
こ
で
は
次
に
、「
楚
の
敗
因
」
に
関
す
る
具
体
的
な
仮
説
を
瞥
見
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
．
人
心
離
反
（
政
治
腐
敗
）
説

秦
が
六
国
併
合
で
き
た
原
因
と
し
て
楊
寛
氏
は
、①
人
心
掌
握（
軍
主
力
を
担
う
農
民
と
地
主
階
級
と
の
間
の
矛
盾
解
消
）の
成
功
、

②
適
確
な
占
領
地
支
配
（
被
占
領
地
の
罪
人
の
赦
免
と
既
得
権
益
層
の
駆
逐
）、
③
社
会
経
済
の
発
展
、
④
統
一
を
求
め
る
民
の
意

思
を
挙
げ
る

（
６
）

。
籾
山
明
氏
に
よ
る
と
、
③
④
は
戦
国
後
半
期
の
一
般
的
趨
勢
に
す
ぎ
な
い
。
②
に
関
し
て
も
、
睡
虎
地
秦
簡
「
語
書
」

等
を
み
る
か
ぎ
り
、
秦
の
旧
楚
地
支
配
が
順
調
だ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
①
も
説
明
が
表
面
的
で
、
秦
側
の
実
態
も
不
明
で
あ

る
（
７
）

。
た
だ
し
、
楊
氏
は
①
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
楚
の
例
を
挙
げ
、
楚
が
貴
族
腐
敗
と
国
内
分
裂
で
人
心
掌
握
に
失
敗
し
た
と
す
る
。

こ
の
点
は
、「
楚
の
敗
因
」
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
無
視
で
き
な
い
。
現
に
、
楚
都
郢
の
占
領
（
以
下
、
抜
郢
）
を
な
し
と
げ

た
秦
将
白
起
も
、
人
心
離
反
な
ど
に
よ
り
、
楚
が
事
前
に
弱
体
化
し
て
い
た
と
す
る
。

是
の
時
、
楚
王
、
其
の
國
の
大
な
る
を
恃
み
、
其
の
政
を
恤う

れ

え
ず
。
而
し
て
群
臣
、
相
い
妬
む
に
功
を
以
て
し
、
諂
諛
、
事
を
用
い
、
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良
臣
、
斥
疎
せ
ら
れ
、
百
姓
、
心
離
れ
、
城
池
修
ま
ら
ず
。
既
に
良
臣
無
く
、
又
た
守
備
無
し
。
…
…
楚
人
は
、
自
ら
其
の
地
に
戰 

い
、
咸
な
其
の
家
を
顧
み
、
各
々
散
心
有
り
て
、
闘
志
有
る
莫
し
。
是
を
以
て
能
く
功
有
る
な
り
（『
戦
国
策
』
秦
巻
一
〇
四
）。

楚
兵
に
闘
志
が
な
い
点
は
、
戦
国
後
期
の
説
客
の
張
儀
も
指
摘
し
て
い
る
。
張
儀
は
秦
の
た
め
、
魏
王
へ
向
か
っ
て
こ
う
語
り
か
け

て
い
る
。

楚
は
富
大
の
名
有
り
と
雖
も
、
其
の
實
は
空
虚
な
り
。
其
の
卒
は
衆
多
な
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
輕
々
し
く
走
り
北
げ
易
く
、

敢
え
て
堅
く
戰
わ
ず
（『
戦
国
策
』
魏
巻
三
二
八
）。

だ
が
第
一
に
、
そ
も
そ
も
人
心
離
反
は
曖
昧
な
基
準
で
、
秦
国
―
秦
人
の
関
係
と
、
楚
国
―
楚
人
の
関
係
と
を
比
較
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
。
第
二
に
、
秦
将
白
起
個
人
の
対
楚
認
識
を
、
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
。
第
三
に
、
白
起
の
発
言
（
前
二
七
八
年

頃
の
抜
郢
直
後

（
８
）

）
か
ら
楚
滅
亡
（
前
二
二
四
年
頃
）
ま
で
は
な
お
五
〇
年
以
上
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
楚
が
人
心
を
欠
い
た
状
態
で
か

く
も
長
期
間
存
続
し
た
理
由
が
判
然
と
し
な
い
。
第
四
に
、
戦
国
末
に
秦
か
ら
楚
へ
逃
亡
し
た
者
も
少
な
く
な
く
（
岳
麓
書
院
蔵
秦

簡
「
多
小
未
能
与
謀
案
」）、
秦
が
楚
よ
り
も
全
面
的
に
住
み
や
す
い
国
だ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
第
五
に
、
楊
氏
が
人
心
離
反

の
原
因
と
み
る
「
貴
族
腐
敗
と
国
内
分
裂
」
は
、
君
権
を
阻
害
す
る
大
貴
族
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
楚
に
お
け
る
君
権

の
強
弱
に
も
な
お
議
論
が
絶
え
な
い
（
中
央
集
権
化
失
敗
説
参
照
）。
こ
れ
よ
り
、
人
心
離
反
を
楚
の
敗
因
と
す
る
説
に
は
、
も
う

少
し
具
体
的
な
基
準
と
議
論
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

三
．
楚
懐
王
無
能
説

戦
国
楚
は
悼
王
期
に
呉
起
を
起
用
し
て
変
法
を
断
行
し
た
。
呉
起
の
起
用
年
代
に
は
諸
説
あ
り

（
９
）

、
変
法
の
内
容
も
概
略
が
知
ら
れ

る
の
み
だ
が）

（1
（

、
と
も
か
く
楚
は
強
化
さ
れ
、
魏
を
討
伐
し
、
楚
軍
は
大
河
（
黄
河
）
に
達
し
た
（『
戦
国
策
』
斉
巻
一
五
八
）。
ま
た
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「
南
は
百
越
を
【
并
せ
】、
北
は
陳
・
蔡
を
并
せ
、
三
晉
を
却
け
、
西
は
秦
を
討
ち
（『
史
記
』
巻
六
五
孫
子
呉
起
列
伝
）」、「
南
は
蠻

越
を
并
せ
、
遂
に
洞
庭
・
蒼
梧
を
有
ち
（『
後
漢
書
』
巻
八
六
南
蛮
西
南
夷
列
伝
）」、「
兵
は
天
下
を
震
わ
せ
、
威
は
諸
侯
を
服
せ
し

（『
史
記
』
巻
七
九
范
雎
蔡
沢
列
伝
）」
め
た
。
悼
王
・
呉
起
が
死
ぬ
と
、
楚
は
一
時
混
乱
し
た
が
、
威
王
期
に
再
度
盛
ん
と
な
っ
た
。

だ
が
懐
王
が
即
位
す
る
や
、
楚
は
「
商
於）

（（
（

」
や
漢
中
を
失
っ
た
。
懐
王
は
屈
原
ら
の
忠
言
を
聞
か
ず
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
、
懐
王

自
身
が
秦
の
捕
虜
と
な
っ
た
（『
史
記
』
巻
四
〇
楚
世
家
）。
か
く
て
楚
は
、
大
混
乱
に
陥
っ
た
と
さ
れ
る
。

以
上
の
伝
世
文
献
に
よ
る
楚
史
を
鑑
み
る
と
、
楚
は
懐
王
期
以
後
急
速
に
弱
化
し
、
秦
に
圧
倒
さ
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
か
く
て

「
楚
の
敗
因
」
を
懐
王
の
無
能
さ
に
求
め
る
説
が
出
て
く
る
。『
史
記
』
巻
一
三
〇
太
史
公
自
序
は
、
楚
の
一
敗
因
と
し
て
、
と
く
に
、

懐
王
・
頃
襄
王
が
讒
言
を
信
じ
、
屈
原
を
し
り
ぞ
け
た
点
を
挙
げ
る
。

懐
王
忠
臣
の
分
を
知
ら
ざ
る
を
以
て
、
故
に
内
は
鄭
袖
に
惑
い
、
外
は
張
儀
に
欺
か
れ
、
屈
平
を
疏う

と

ん
じ
、
上
官
大
夫
・
令
尹

子
蘭
を
信
ず
。
…
…
懐
王
客
死
し
、
蘭
、
屈
原
を
咎
め
、
諛
を
好
み
讒
を
信
じ
、
楚
、
秦
に
并
さ
る
。

な
る
ほ
ど
、
懐
王
は
た
び
た
び
秦
に
だ
ま
さ
れ
、
政
治
的
・
外
交
的
敗
北
を
重
ね
た
。
そ
の
際
に
屈
原
は
、
懐
王
が
佞
臣
に
惑
わ
さ
れ
、

「
浩
蕩
（
思
慮
の
無
い
意
）」
と
し
て
「
民
心
」
を
察
し
え
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
（『
楚
辞
』
九
章
懐
沙
賦
）。『
楚
辞
』
九
章
離
騷
に
も
、

古
の
名
君
の
堯
・
舜
と
暴
君
の
桀
・
紂
と
を
対
比
し
つ
つ
懐
王
を
諌
め
る
文
言
が
み
え
る
。

だ
が
、
こ
の
説
に
は
疑
問
も
あ
る
。
第
一
に
、
始
皇
帝
死
後
に
秦
を
討
っ
た
項
梁
・
項
羽
ら
は
、
楚
王
の
子
孫
を
担
ぎ
上
げ
て
「
懷

王
」
と
よ
ん
だ
（『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
）。
か
り
に
戦
国
楚
の
懐
王
が
真
に
無
能
で
、
楚
滅
亡
の
責
任
を
彼
一
人
に
帰
す
る
の
が

当
時
の
常
識
だ
っ
た
な
ら
ば
、
戦
国
楚
の
名
族
項
氏
が
わ
ざ
わ
ざ
「
懷
王
」
を
旗
頭
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
前
三
一
八
年
頃

に
東
方
六
国
と
匈
奴
は
合
従
し
て
秦
を
攻
撃
し
た
（
楊
寛
『
戦
国
史
料
編
年
輯
証
』
周
慎
靚
王
三
年
条
所
引
史
料）

（1
（

）。
当
該
合
従
軍

は
結
果
的
に
破
れ
た
が
、
そ
の
と
き
「
從
長
（
合
従
の
長
）」
と
な
っ
た
懐
王
の
外
交
力
を
無
視
は
で
き
ま
い
。
第
三
に
、
懐
王
は
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前
三
二
二
年
頃
に
魏
を
襄
陵
で
破
り
（
楊
寛
『
戦
国
史
料
編
年
輯
証
』
周
顕
王
四
六
年
条
所
引
史
料
）、
東
北
方
面
へ
領
土
を
拡
大

し
た
。
つ
ま
り
懐
王
は
、
必
ず
し
も
一
方
的
に
領
土
を
失
陥
し
つ
づ
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
四
に
、
懐
王
無
能
説
は
、
楚
の
国
策

が
無
能
な
懐
王
の
一
存
で
す
べ
て
決
定
さ
れ
た
と
の
前
提
に
立
つ
。
だ
が
楚
王
の
周
囲
に
は
有
能
な
家
臣
団
や
説
客
ら
も
お
り
、
楚

の
国
策
は
当
然
彼
ら
の
見
解
と
議
論
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
、
屈
原
も
失
脚
し
た
。
そ
の
際
に
、
家
臣
団
・
説
客
間
の
力

関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
第
五
に
、
戦
国
楚
は
懐
王
以
後
連
戦
連
敗
し
た
も
の
の
、
そ
の
全
責
任
を
歴
代
楚
王
個
々
人

に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
さ
も
な
い
と
、
楚
の
歴
代
の
王
は
み
な
暗
愚
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
り
え

た
の
か
、
楚
の
家
臣
団
は
な
ぜ
愚
王
に
盲
従
す
る
の
み
だ
っ
た
の
か
が
別
途
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
と
、
楚
王
の

背
後
に
は
、
む
し
ろ
王
一
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
社
会
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
れ
が
楚
に
敗
北
へ
の
道
を
歩
ま
せ
た
と
の
疑

念
が
禁
じ
え
な
い
。

四
．
巫
風
重
厚
説
・
律
令
未
整
備
説

戦
国
楚
の
も
つ
重
厚
な
迷
信
・
巫
風
（
及
び
律
令
制
の
未
整
備
）
を
、
楚
滅
亡
の
重
要
な
原
因
と
す
る
楊
興
華
氏
の
説
も
あ
る）

（1
（

。

な
る
ほ
ど
、
秦
の
六
国
併
合
の
背
景
に
は
商
鞅
変
法
以
来
の
律
令
制
が
あ
っ
た
。
一
方
、
近
年
の
楚
簡
研
究
を
み
る
と
、
楚
は
、
卜

筮
祭
祷
簡
や
「
日
書
」
に
代
表
さ
れ
る
強
力
な
巫
風
を
有
し
た
。
ゆ
え
に
戦
国
秦
は
前
二
二
七
年
頃
に
、
楚
の
旧
都
郢
付
近
で
「
語

書
」
を
発
布
し
、「（
楚
の
）
民
の
鄕
俗
」
を
「
惡
俗
」
と
し
て
指
弾
し
、「（
秦
の
）
灋
律
令
」
の
重
要
性
を
県
嗇
夫
・
道
嗇
夫
に
説

い
た
。
こ
の
こ
と
は
旧
楚
地
に
対
す
る
秦
の
法
的
支
配
の
難
航
ぶ
り
を
物
語
る）

（1
（

。
し
か
も
近
年
急
増
す
る
楚
簡
に
は
一
向
に
律
令
の

痕
跡
が
み
え
ず
、ゆ
え
に
戦
国
楚
に「
律
令
」は
な
か
っ
た
と
の
説
も
あ
る）

（1
（

。
ま
た
楚
官
に
も
巫
風
の
影
響
が
窺
え
る
。
た
と
え
ば「
視

日
」
は
、
本
来
神
判
を
司
る
巫
で
、
戦
国
中
期
頃
に
定
暦
択
吉
を
司
る
官
と
な
り
、
戦
国
中
期
の
包
山
楚
簡
中
で
は
司
法
官
の
役
を
、
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陳
勝
・
呉
広
の
乱
で
は
将
軍
役
を
担
っ
た）

（1
（

。
戦
国
楚
の
懐
王
も
、
戦
時
に
巫
祝
の
決
断
を
重
視
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

（1
（

。
要
す
る
に
、

伝
世
文
献
・
出
土
文
字
資
料
の
双
方
を
み
て
も
、
戦
国
楚
が
重
厚
な
迷
信
・
巫
風
を
有
し
た
点
は
否
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

だ
が
第
一
に
、包
山
楚
簡
等
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、戦
国
楚
で
も
、独
特
な
方
法
で
裁
判
が
機
能
し
て
い
た
。
そ
の
法
が
、秦
の
「
律

令
」
よ
り
も
未
整
備
だ
っ
た
と
の
証
拠
は
な
い
。
第
二
に
、
日
者
は
楚
地
以
外
に
も
斉
・
秦
・
趙
に
お
り
（『
史
記
』
巻
一
三
〇
太

史
公
自
序
）、
秦
簡
・
漢
簡
に
も
「
日
書
」
は
存
在
し
た）

（1
（

。
よ
っ
て
、
日
者
や
「
日
書
」
の
存
在
は
、
楚
だ
け
が
濃
厚
な
巫
風
を
有

し
た
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
現
に
、
戦
国
秦
で
も
、「
軍
巫
」
が
裁
判
に
関
与
し
た
例
が
あ
る
（
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
「
多
小

未
能
與
謀
案
」）。
第
三
に
、秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
戦
国
魏
に
も
律
令
は
あ
り
（
睡
虎
地
秦
簡
「
為
吏
之
道
」
魏
戸
律
等
）、律
令
が
備
わ
っ

て
い
て
も
滅
ぼ
さ
れ
た
国
は
あ
る
。
第
四
に
、
秦
は
各
地
の
習
俗
を
ふ
ま
え
た
法
の
適
用
も
あ
り）

（1
（

、
秦
律
の
運
用
は
地
方
人
士
の
名

声
如
何
で
も
変
化
し
た
。
以
上
四
点
は
、
①
巫
風
が
楚
の
国
策
に
ど
れ
ほ
ど
の
悪
影
響
を
与
え
た
か
、
②
「
律
令
」
の
有
無
と
そ
の

規
律
内
容
、
③
律
令
の
有
無
と
七
雄
の
勝
敗
の
相
関
性
の
三
点
が
、
今
な
お
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
闡
明

し
、
重
厚
な
迷
信
・
巫
風
（
及
び
律
令
制
の
未
整
備
）
を
楚
滅
亡
の
主
因
と
み
な
す
に
は
、
少
な
く
と
も
明
瞭
な
「
律
令
」
の
定
義

に
基
づ
く
、
戦
国
諸
国
の
「
律
令
」
の
体
系
的
比
較
が
必
須
で
あ
る
。
だ
が
戦
国
秦
以
外
の
法
制
史
料
を
欠
く
現
在
の
研
究
水
準
で

は
、
そ
れ
は
む
ず
か
し
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
説
に
は
な
お
多
く
の
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

五
．
中
央
集
権
化
失
敗
（
呉
起
変
法
失
敗
）
説

顧
炎
武
は
か
つ
て
、
宗
姓
氏
族
の
繁
栄
し
た
春
秋
時
代
以
前
に
比
し
、
戦
国
時
代
に
は
君
権
が
一
律
に
強
化
さ
れ
た
と
し
た
（『
日

知
録
』
巻
一
三
周
末
風
俗
）。
だ
が
春
秋
時
代
に
関
し
て
は
と
も
か
く）

11
（

、
戦
国
時
代
に
関
し
て
は
近
年
、
各
国
で
中
央
集
権
化
の
度

合
い
が
異
な
る
と
の
見
方
が
有
力
で
あ
る）

1（
（

。
中
で
も
宇
都
木
章
氏
は
、
戦
国
楚
に
お
け
る
昭
氏
・
屈
氏
・
景
氏
等
の
大
世
族
の
存
在
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を
指
摘
し
、
世
族
が
軍
権
を
有
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
留
保
し
つ
つ
、
こ
う
説
明
す
る
。
世
族
は
、
楚
国
の
政
治
体
制
に
付
随

し
つ
つ
余
命
を
保
ち
、
政
界
に
進
出
し
、
軍
事
的
活
躍
を
し
た
。
だ
が
懐
王
期
以
降
は
力
を
失
い
、
代
わ
り
に
王
の
側
近
勢
力
（
春

申
君
等
）
が
台
頭
し
た
、
と）

11
（

。
ま
た
、「
楚
、
呉
起
を
用
い
ず
、
而
し
て
削
乱
す
（『
韓
非
子
』
問
田
篇
）」
の
ご
と
く
、
戦
国
楚
で

中
央
集
権
化
を
目
指
し
た
呉
起
変
法
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
す
る
史
料
も
、
戦
国
楚
の
中
央
集
権
力
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
。
盧
昌
徳

氏
も
、
懐
王
期
に
屈
原
の
政
治
改
革
が
頓
挫
し
（『
楚
辞
』
九
章
惜
往
日
）、「
繩
墨
（
法
度
の
意
）」
に
よ
る
政
治
が
実
現
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
（『
楚
辞
』
離
騷
）、
呉
起
変
法
は
呉
起
死
後
に
失
効
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
、
楚
が
秦
以
上
の
奴
隷
制
を

有
し
、
既
得
権
益
層
の
解
体
が
進
ま
な
か
っ
た
点
に
求
め
、
前
掲
『
戦
国
策
』
秦
巻
一
〇
四
の
白
起
の
言
を
傍
証
と
す
る）

11
（

。
こ
れ
ら

の
説
に
よ
る
と
、
戦
国
楚
は
呉
起
変
法
に
失
敗
し
、
最
後
ま
で
世
族
に
邪
魔
さ
れ
、
中
央
集
権
化
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
ご
と
く
で

あ
る
。
か
く
て
楚
の
滅
亡
を
中
央
集
権
化
の
失
敗
（
＝
呉
起
変
法
の
失
敗
）
に
求
め
る
説
が
登
場
す
る
。

な
る
ほ
ど
、
近
年
の
出
土
文
字
資
料
研
究
の
中
に
は
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
ご
と
き
説
も
あ
る
。
何
浩
氏
は
、
楚
の
懐
王
期
の

訴
訟
案
件
・
卜
筮
祭
禱
記
録
で
あ
る
包
山
楚
簡
等
を
ふ
ま
え
、
有
力
世
襲
貴
族
を
漠
然
と
さ
す
「
世
族
」・「
公
族
」・「
有
力
氏
族
」

等
で
な
く
、
彼
ら
の
一
部
が
拝
命
す
る
「
封
君
」
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
戦
国
楚
（
恵
王
期
～
幽
王
期
頃
）
の
「
封
君
」
の
特
徴
と

し
て
、
①
六
〇
名
以
上
に
の
ぼ
る
点
、
②
中
原
諸
国
の
封
君
が
辺
境
に
偏
在
し
た
の
に
対
し
、
楚
の
封
君
は
淮
水
―
漢
水
流
域
間
に

多
い
点
（
都
心
・
辺
境
は
問
わ
な
い
）、
③
個
々
の
力
量
は
弱
小
な
点
、
④
爵
位
・
官
職
と
は
異
な
る
栄
誉
と
し
て
世
襲
さ
れ
る
点
、

⑤
春
申
君
等
の
例
外
を
除
き
、
基
本
的
に
封
地
を
も
ち
、「
封
地
名
＋
君
」
と
呼
ば
れ
た
点
、
⑥
封
地
内
で
の
統
治
権
（
属
民
の
生

殺
与
奪
権
）・
武
装
権
・
行
政
権
・
兵
権
・
経
済
特
権
（
属
民
に
対
す
る
賦
税
徴
収
権
等
）
を
有
し
た
点
、
⑦
宣
王
期
以
降
登
場
す

る
「
侯
」
と
別
物
（
両
者
の
違
い
は
不
明
）
で
あ
る
点
等
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
戦
国
封
君
は
呉
起
変
法
後
一
時
的
に
制
限
さ

れ
た
が
、
そ
の
人
数
は
結
局
悪
性
膨
張
を
続
け
、
楚
の
統
一
的
軍
事
編
制
を
妨
げ
、
楚
滅
亡
の
致
命
的
一
因
と
な
っ
た
と
す
る）

11
（

。
以
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上
の
何
説
も
、
中
央
集
権
化
の
失
敗
を
楚
の
敗
因
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、論
者
の
中
に
は
、つ
と
に
上
記
の
説
を
批
判
し
、楚
が
春
秋
時
代
以
来
強
力
な
君
権
を
有
し
つ
づ
け
た
と
す
る
者
も
い
る
。

野
間
文
史
氏
は
、
歴
代
楚
王
が
世
族
抑
制
策
を
と
っ
た
と
し
、
所
謂
呉
起
変
法
に
関
し
て
も
、
伝
統
的
な
世
族
抑
制
政
策
を
徹
底
化
・

法
令
化
し
た
も
の
と
す
る）

11
（

。
斉
思
和
氏
は
、
春
秋
楚
に
お
け
る
世
族
の
強
さ
を
認
め
た
上
で
、
戦
国
楚
が
最
後
ま
で
強
勢
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
呉
起
変
法
は
成
功
し
た
と
す
る）

11
（

。「
封
君
」
に
関
し
て
も
前
掲
何
浩
説
と
別
の
見
解
が
あ
り
、
近
年
の
出
土
文
字
資
料
研

究
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
陳
偉
氏
は
、
懐
王
前
期
の
包
山
楚
簡
所
見
の
「
封
君
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
①
楚
の
地
方

行
政
制
度
の
基
層
単
位
が
邑
（
城
市
外
の
区
画
）
と
里
（
城
市
内
の
区
画
）
で
あ
る
点
、
②
邑
・
里
の
上
に
「
敔
」・「

」、
そ
の

上
に
「
縣
」
が
あ
る
点
、
③
六
邑
を
も
つ
封
君
の
例
（
包
山
楚
簡
第
一
五
三
～
一
五
四
簡
）
が
あ
る
点
、
④
封
君
の
封
地
名
が
し
ば

し
ば
楚
県
名
と
同
じ
で
あ
る
点
、
⑤
封
君
も
中
央
政
府
の
司
法
的
支
配
を
受
け
た
点
等
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
懐
王
前
期
の
封
君
は

お
も
に
県
以
下
の
小
規
模
な
封
地
を
有
し
、
前
漢
の
列
侯
に
似
た
弱
小
勢
力
だ
っ
た
と
結
論
づ
け
る）

11
（

。
こ
の
陳
偉
説
は
、
戦
国
楚
に

お
け
る
県
制
の
存
在
を
前
提
に
す
る
点
等
で
疑
問
も
あ
る
が）

11
（

、大
筋
で
は
首
肯
さ
れ
る
。
ま
た
鄭
威
氏
も
こ
う
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、

包
山
楚
簡
・
曾
侯
乙
墓
楚
簡
・
新
蔡
楚
簡
等
に
は
共
通
の
封
君
が
登
場
し
、
封
君
の
世
襲
制
限
を
図
っ
た
呉
起
変
法
は
一
部
失
敗
し

た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
封
君
の
人
数
は
世
襲
に
よ
っ
て
増
え
つ
づ
け
、
そ
の
反
面
、
封
君
個
々
人
の
封
地
面
積
は
縮
小
し
、
そ
の

力
は
細
分
化
（
弱
化
）
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
中
央
集
権
化
を
意
図
し
た
呉
起
変
法
は
成
功
し
た
と
も
い
え
る
、
と）

11
（

。
以

上
の
諸
説
に
よ
る
と
、
戦
国
楚
の
王
権
は
必
ず
し
も
弱
く
な
く
、
呉
起
変
法
も
失
敗
し
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。

し
か
も
、君
権
と
世
族
（
封
君
を
含
む
）
の
二
項
対
立
の
図
式
自
体
に
も
疑
問
は
あ
る
。
宇
都
木
氏
は
、世
族
の
力
を
認
め
つ
つ
も
、

楚
王
が
自
己
権
力
の
強
化
と
維
持
の
た
め
に
世
族
や
封
君
を
利
用
し
た
と
も
の
べ
て
い
る
。
ま
た
岡
田
功
氏
に
よ
る
と
、
呉
起
変
法

は
「
戰
闘
之
士
」
の
維
持
費
調
達
を
一
目
的
と
し
、
疎
遠
化
公
族
を
廃
し
、
近
親
化
公
族
（
昭
氏
・
景
氏
ら
）
と
莫
敖
（
王
族
を
司
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る
屈
氏
）
を
登
用
す
る
改
革
で
、
経
済
的
下
部
構
造
改
革
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
楚
で
は
共
同
体
の
解
体
が
進
ま
ず
、
小
経

営
農
民
も
析
出
さ
れ
ず
、
秦
ほ
ど
の
世
族
解
体
は
進
ま
ず
、
近
親
化
公
族
の
支
配
が
行
な
わ
れ
つ
づ
け
た）

11
（

。
こ
れ
ら
の
説
を
鑑
み
る

と
、
世
族
内
に
も
様
々
な
集
団
が
あ
り
、
君
権
と
世
族
（
も
し
く
は
君
権
と
封
君
）
の
単
純
な
対
立
図
式
に
は
疑
問
も
残
る
。
戦
国

楚
に
は
「
封
君
」
以
外
に
「
侯
」
等
も
お
り
、
彼
ら
の
実
態
も
不
明
で
あ
る
。
細
分
化
さ
れ
た
封
君
も
、
同
氏
集
団
の
世
族
意
識
を

共
有
し
つ
づ
け
た
可
能
性
が
否
め
ず
、
す
ぐ
に
中
央
集
権
化
が
発
生
し
た
と
も
限
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
楚
の
敗
因
を
中

央
集
権
化
の
失
敗
（
呉
起
変
法
の
失
敗
）
に
求
め
る
説
に
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

六
．
地
理
的
要
因
説

戦
国
楚
の
立
地
条
件
自
体
が
敗
因
で
あ
っ
た
と
の
仮
説
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
太
史
公
曰
付
賈
誼
『
過

秦
論
』
は
、
秦
の
勝
因
を
歴
代
秦
王
の
聡
明
さ
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
秦
地
が
天
然
の
要
害
で
あ
っ
た
点
に
求
め
る
。『
史
記
』

巻
一
五
・
六
国
年
表
も
、
既
述
の
ご
と
く
、
秦
が
天
然
の
要
害
に
位
置
す
る
だ
け
で
な
く
、「
天
命
」
に
支
え
ら
れ
た
と
し
、
秦
の
地

政
学
的
利
点
を
前
提
と
し
て
い
る
。
前
漢
文
帝
期
の
賈
山
も
、「
秦
地
の
固
」
等
の
好
条
件
を
有
す
る
秦
帝
国
が
陳
渉
・
劉
邦
に
敗

れ
た
理
由
を
模
索
し
て
お
り
（『
漢
書
』
巻
五
一
賈
山
伝
）、「
秦
地
の
固
」
の
有
利
さ
が
前
提
視
さ
れ
て
い
る
。
前
漢
の
高
祖
劉
邦
も
、

婁
敬
・
張
良
の
進
言
を
き
き
、
地
政
学
的
利
点
ゆ
え
に
長
安
を
都
と
し
た
（『
史
記
』
巻
九
九
劉
敬
列
伝
）。

こ
の
よ
う
に
秦
地
の
守
り
や
す
さ
は
、
戦
国
秦
漢
時
代
の
共
通
認
識
だ
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
敗
北
し
た
楚
側
に
は
、
秦
ほ
ど
の

地
の
利
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
現
に
、
戦
国
中
期
の
楚
は
、
秦
・
韓
・
魏
・
越
等
と
国
境
を
接
し
、
そ
れ
ら
の
同
時
攻
撃
を
受
け
る

恐
れ
も
あ
っ
た
。
よ
っ
て
楚
は
守
備
兵
を
分
散
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
越
王
無
疆
は
、
そ
の
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と

し
て
、
楚
と
交
戦
し
た
（『
史
記
』
巻
四
一
越
王
句
践
世
家
）。『
商
君
書
』
兵
守
篇
も
、「
四
戰
の
國
（
多
方
面
に
敵
を
も
つ
国
）」
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の
地
政
学
的
危
険
性
を
指
摘
し
、
そ
の
場
合
に
は
守
備
兵
を
分
散
さ
せ
ず
、
拠
点
防
衛
に
徹
す
る
べ
き
と
す
る
。
つ
ま
り
、
商
鞅
以

降
の
秦
の
為
政
者
も
、
楚
の
欠
点
を
見
抜
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
秦
が
東
方
進
出
に
集
中
で
き
た
一
方
、
楚

の
領
土
拡
大
に
は
地
政
学
的
困
難
が
伴
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
前
掲
『
過
秦
論
』
は
、
じ
つ
は
地
の
利
を
有
す
る
秦
帝
国
が
短
期
間
で
滅
び
た
例
を
挙
げ
、
そ
の
原
因
と
し
て
「
仁
義
」

の
欠
如
を
指
摘
し
、
地
理
的
要
因
の
み
を
秦
の
勝
因
と
は
み
な
し
て
い
な
い
。
実
際
に
、
統
一
秦
の
末
期
に
、
陳
勝
・
呉
広
は
、
陳

よ
り
函
谷
関
に
侵
入
し
、
項
梁
・
項
羽
・
劉
邦
ら
が
秦
を
滅
ぼ
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
鑑
み
る
と
、
秦
地
と
楚
地
の
地
政
学
的
優

劣
は
、
必
ず
し
も
絶
対
的
で
は
な
い
。

以
上
本
節
で
は
、
楚
の
敗
因
に
関
す
る
主
要
な
諸
々
の
仮
説
を
検
証
し
た
。
既
述
の
ご
と
く
、
秦
は
戦
国
六
国
を
軍
事
力
と
外
交

力
で
統
一
し
た
が
、
問
題
は
秦
楚
間
の
力
量
差
が
具
体
的
に
い
つ
、
な
ぜ
、
ど
う
生
じ
た
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
諸
仮
説

の
検
証
を
通
じ
て
、
秦
楚
間
の
力
量
差
を
生
ん
だ
主
因
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
諸
仮
説
の
多
く
が
、
な
お
検
討
の
余
地
を
残
す
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
楚
滅
亡
の
十
分
条
件
と
は
な
り
え
な
い
。
か
り
に
上
記
仮
説
に
関
す
る
多
く
の
疑
問
点
が

解
消
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
論
理
上
、
必
ず
し
も
他
の
要
因
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
。
そ
こ
で

次
に
、
よ
り
重
要
な
「
楚
の
敗
因
」
を
も
と
め
、
楚
の
軍
事
力
と
外
交
力
を
支
え
た
経
済
に
着
眼
し
た
い
。

第
二
節　

楚
地
経
済
の
特
徴

一
．
楚
地
の
人
口

戦
国
楚
の
経
済
力
を
探
る
上
で
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
人
口
で
あ
る
。
人
口
の
多
寡
こ
そ
が
、
経
済
力
を
根
底
で
支
え
、
兵
力
の
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多
寡
に
も
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
戦
国
楚
の
具
体
的
人
口
統
計
に
関
す
る
史
料
は
現
存
し
な
い
。
戦
国
時
代
の
総
人
口
に

は
一
．
五
千
万
～
二
千
万
人
説）

1（
（

、
二
千
万
人
説）

11
（

、
三
千
万
人
説
等
が
あ
る
が）

11
（

、
詳
細
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
漢
代
人
口
の
推

移
を
み
る
と
、
前
漢
時
代
に
は
ま
だ
淮
河
以
北
の
人
口
が
多
く
、
淮
河
以
南
の
人
口
は
少
な
か
っ
た
（『
漢
書
』
巻
二
八
地
理
志
）。

桑
原
隲
蔵
氏
に
よ
れ
ば
、
長
江
流
域
の
文
化
・
戸
口
数
・
物
力
な
ど
が
黄
河
流
域
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
四
世
紀
初
頭
の
晋

室
南
渡
以
降
で
あ
る）

11
（

。
す
る
と
、
戦
国
期
の
長
江
中
流
域
の
人
口
も
、
中
原
に
比
し
て
多
く
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
現
に
、
江
村

治
樹
氏
の
都
市
遺
址
分
布
に
関
す
る
研
究
も
、
戦
国
楚
都
市
遺
址
の
少
な
さ
を
し
め
す）

11
（

。

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
史
料
と
し
て
、
長
江
下
流
域
～
淮
水
流
域
間
の
前
漢
前
半
期
の
人
口
に
関
す
る
出
土
文
字
資
料
に
も
注
目

さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は『
漢
書
』地
理
志
以
前
の
状
況
を
伝
え
る
。
中
で
も
前
漢
景
帝
～
武
帝
期
の
安
徽
省
天
長
市
漢
簡「
戸
口
簿
」・「
算

簿
」
は
県
内
各
郷
の
戸
数
・
口
数
な
ど
を
整
理
し
た
も
の）

11
（

、
前
漢
武
帝
期
の
湖
北
省
荊
州
市
荊
州
区
紀
南
鎮
松
柏
村
漢
墓
出
土
簡
牘

は
南
郡
各
県
の
統
計
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
ら
の
人
口
統
計
は
『
漢
書
』
地
理
志
の
統
計
よ
り
少
な
い
。
こ
れ
よ
り
、
長

江
下
流
域
～
淮
水
流
域
間
の
人
口
は
、
や
は
り
漢
代
を
通
し
て
増
加
し
、
逆
に
、
漢
代
以
前
の
当
地
の
人
口
は
、『
漢
書
』
地
理
志

所
見
の
人
口
以
下
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
る
と
、
戦
国
楚
の
人
口
は
、
中
原
に
比
し
て
多
く
な
い
。『
呂
氏
春
秋
』
開
春
論
貴
卒
篇
「
呉
起
、
荊
王
に
謂

い
て
曰
く
「
荊
、餘
り
有
る
所
の
者
は
地
な
り
。
足
ら
ざ
る
所
の
者
は
民
な
り
…
…
」」
や
後
掲
『
史
記
』
巻
一
二
九
貨
殖
列
伝
「
楚

越
の
地
は
地
廣
く
人
希ま

れ

」
と
い
っ
た
史
料
は
、
こ
の
よ
う
な
楚
地
の
状
況
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
戦
国
楚
が
「
帶
甲
百

萬
」
を
有
し
た
と
す
る
伝
世
文
献
に
は
、
疑
問
も
残
る
。
む
し
ろ
松
柏
村
漢
墓
出
土
簡
牘
に
よ
る
と
、
前
漢
南
郡
の
卒
の
動
員
可
能

数
は
一
万
人
程
度
で
、
長
江
中
流
域
全
体
で
も
数
万
人
が
限
界
と
み
ら
れ
る
。
戦
国
楚
と
前
漢
初
期
の
徴
兵
率
に
大
差
が
あ
っ
た
と

の
証
拠
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
国
期
の
人
口
の
方
が
漢
代
よ
り
も
少
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
戦
国
楚
の
西
方
防
衛
軍
も
同
規
模
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以
下
で
あ
ろ
う
。
人
口
密
集
地
帯
の
陳
や
寿
春
も
、
せ
い
ぜ
い
郢
と
同
様
、
各
々
数
万
人
程
度
の
動
員
が
精
一
杯
で
あ
ろ
う
。
現
に
、

頃
襄
王
は
抜
郢
直
後
、「
東
地
の
兵
を
收
め
て
十
餘
萬
を
得
」
て
秦
を
攻
撃
し
、
失
地
回
復
を
図
っ
た
（『
史
記
』
巻
四
〇
楚
世
家
）。

ま
た
戦
国
末
期
に
、
秦
の
李
信
は
二
〇
万
人
を
率
い
て
寿
春
遷
都
後
の
楚
を
討
っ
た
。
こ
の
時
、
楚
国
討
滅
を
目
的
と
す
る
秦
が
、

わ
ざ
わ
ざ
危
険
を
冒
し
て
ま
で
、
楚
軍
未
満
の
兵
数
を
動
員
す
る
は
ず
は
な
い
。
よ
っ
て
、
楚
軍
は
、
李
信
軍
よ
り
少
な
く
、
や
は

り
十
数
万
程
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
よ
り
、
戦
国
中
期
の
楚
は
、
最
大
三
〇
万
人
弱
（
東
漸
後
は
十
余
万
人
）
の
軍
を
有

し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
前
漢
初
期
の
馬
王
堆
帛
書
「
戦
国
縦
横
家
書
」
第
二
六
章
に
よ
る
と
、
前
二
七
三
年
以
降
の
某
時
期
に
秦
が
魏
都
大

梁
を
攻
め
た
際
、
大
梁
以
西
の
魏
地
に
は
な
お
一
万
戸
の
大
県
が
十
七
、
市
を
も
つ
小
県
が
三
十
余
あ
っ
た）

11
（

。
戦
国
魏
・
李
悝
の
政

策
案
「
盡
地
力
之
敎
」
は
、
一
戸
あ
た
り
五
人
の
核
家
族
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
（『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
志
上
）、
一
戸
当
た
り

の
成
年
男
子
を
一
～
二
名
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
の
魏
は
二
〇
～
三
〇
万
の
軍
を
動
員
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、
抜
郢
直

前
の
楚
と
魏
の
兵
力
は
、
実
際
に
は
ほ
ぼ
同
程
度
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
戦
国
楚
の
人
口
は
、
中
原
に
比
し
て
多
く
な
く
、
長
江
中
流
域
の
地
域
（
郢
な
ど
）
よ
り
も
、
長
江
上
流
域
～
淮
水
流
域

間
の
地
域
（
陳
、
寿
春
な
ど
）
の
方
が
人
口
密
集
地
帯
で
、
戦
国
楚
の
総
兵
力
は
二
〇
万
～
三
〇
万
人
（
東
漸
以
後
は
十
余
万
以
下
）

だ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
す
る
と
、
楚
の
兵
力
は
、「
帶
甲
百
萬
」
に
遠
く
及
ば
ぬ
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
伝
世
文
献
で
兵
七
十
万

を
擁
す
る
と
さ
れ
る
魏
も
、
実
際
に
は
三
〇
万
人
の
動
員
が
精
一
杯
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
魏
は
位
置
的
に
、
四
方
八

方
を
他
国
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
楚
以
上
に
兵
を
分
散
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
楚
を
魏
以
上
の
軍
事
大
国
と
み

る
伝
世
文
献
は
、
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
と
も
あ
れ
次
に
、
か
か
る
人
口
に
立
脚
し
た
楚
地
経
済
の
特
徴
を
み
て
み
よ
う
。
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二
．
楚
地
の
農
業

楚
地
（
と
く
に
江
南
一
帯
）
の
農
業
は
一
般
に
「
火
耕
水
耨
」
と
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
実
態
に
は
諸
説
あ
る
が）

11
（

、
中
で
も
渡
辺
信

一
郎
氏
の
説
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
漢
～
六
朝
期
の
江
淮
一
帯
で
は
、
①
高
度
な
水
利
施
設
を
伴
う
新
田
造
成
期
の

農
法
（
火
耕
水
種
・
火
耕
流
種
等
）
と
、
②
焼
畑
農
耕
（
疁
田
）
が
営
ま
れ
た
。
そ
の
う
ち
②
は
、
渓
水
等
を
利
用
す
る
山
地
の
焼

畑
（
唐
代
以
降
の
畬
田
・
刀
耕
火
種
等
）
と
、
低
平
地
で
の
焼
畑
に
細
分
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
焼
畑
が
慣
用
的
に
「
火
耕
水
耨
」
と
総

称
さ
れ
た）

11
（

。

こ
の
よ
う
な
江
南
農
業
の
特
徴
を
ふ
ま
え
、
ま
ず
楚
地
に
お
け
る
農
地
の
広
さ
を
み
る
と
、
残
念
な
が
ら
、
戦
国
楚
の
農
地
の
平

均
面
積
を
明
示
す
る
史
料
は
な
い
。
だ
が
、
前
漢
文
帝
・
景
帝
期
の
江
陵
鳳
凰
山
第
十
号
漢
墓
簡
牘
「
鄭
里
稟
簿
」
に
は
、「
鄭
里
」

と
い
う
里
に
百
人
強
が
居
住
し
、
労
働
人
口
（
能
田
）
は
一
家
に
二
～
三
人
、
耕
地
面
積
は
一
家
に
一
〇
～
数
十
畝
（
平
均
約
二
五

畝
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
江
陵
鳳
凰
山
漢
墓
は
、
戦
国
楚
の
紀
南
城
内
に
位
置
す
る
。「
鄭
里
稟
簿
」

に
よ
る
と
、各
農
家
に
は
、耕
地
面
積
一
畝
ご
と
に
一
斗
の
種
料
が
貸
与
さ
れ
た
。
戦
国
秦
の
睡
虎
地
秦
簡
「
秦
律
十
八
種
」
倉
律
（
第

一
〇
五
～
一
〇
六
簡
）
に
も
、
作
付
種
目
ご
と
に
種
料
貸
与
を
規
定
し
た
条
文
が
あ
り
、
稲い

ね

・
麻

あ
さ
の
みは

毎
畝
二
と
三
分
の
二
斗
、
禾あ

わ

・

麥む
ぎ

は
毎
畝
一
斗
、
黍き

び

・
荅

あ
ず
き

は
毎
畝
三
分
の
二
斗
、
菽

だ
い
ず

は
毎
畝
半
斗
と
さ
れ
、「
美
田
（
畝
単
位
収
穫
高
の
高
い
肥
沃
な
田
）」
に
対
す

る
播
種
量
は
上
記
未
満
で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
た）

1（
（

。
一
方
、
北
魏
・
賈
思
勰
『
斉
民
要
術
』
種
穀
篇
は
、
前
漢
武
帝
期
以
来
の
規
定

と
さ
れ
る
新
畝
制
（
二
四
〇
歩
＝
一
畝
）
に
基
づ
き
、播
種
量
を
良
田
は
五
升
（
つ
ま
り
半
斗
）、薄
田
は
三
升
（
つ
ま
り
〇
．
三
斗
）

と
す
る
。
か
り
に
「
秦
律
十
八
種
」
倉
律
や
「
鄭
里
稟
簿
」
が
所
謂
旧
畝
制
（
百
歩
＝
一
畝
）
を
前
提
と
し
た
場
合
、
百
歩
の
地
に

一
斗
以
下
が
播
種
さ
れ
る
計
算
と
な
り
、
二
四
〇
歩
の
地
に
半
斗
～
〇
．
三
升
を
播
種
す
る
『
斉
民
要
術
』
種
穀
篇
の
数
値
と
異
常

に
乖
離
す
る
。
ゆ
え
に
渡
邉
信
一
郎
氏
は
、「
秦
律
十
八
種
」
倉
律
や
「
鄭
里
稟
簿
」
は
前
掲
『
斉
民
要
術
』
種
穀
篇
と
同
様
、
新
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畝
制
に
基
づ
く
と
す
る）

11
（

。
前
漢
前
半
期
の
銀
雀
山
漢
墓
簡
牘
「
孫
子
兵
法
」
や
張
家
山
漢
簡
「
算
数
書
」
も
新
畝
制
を
前
提
と
し
て

お
り
、
新
畝
制
の
成
立
が
漢
初
に
遡
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
す
る
と
、
前
漢
文
帝
・
景
帝
期
の
南
郡
紀
南
城
周
辺
の
民
は
、
新
畝

制
（
二
四
〇
歩
＝
一
畝
）
換
算
で
、
平
均
約
二
五
畝
の
耕
作
面
積
を
有
し
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
三
国
時
代
の
長
沙
走
馬
楼

呉
簡
「
嘉
禾
吏
民
田
家
莂
」
を
み
る
と
、
民
は
平
均
一
〇
．
五
町
、
平
均
三
八
・
六
畝
を
有
し
た
。
阿
部
幸
信
氏
に
よ
る
と
、
長
沙

付
近
の
地
に
は
起
伏
が
あ
り
、
一
家
の
所
有
す
る
田
地
は
複
数
散
在
し
、
田
地
一
枚
一
枚
が
「
町
」
と
よ
ば
れ
た
。
そ
し
て
耕
地
面

積
は
毎
町
平
均
六
・
一
四
畝
で
、
総
計
す
る
と
各
家
平
均
三
八
．
六
畝
だ
っ
た）

11
（

。
す
る
と
、
前
漢
初
期
～
三
国
時
代
の
江
陵
・
長
沙

付
近
の
家
々
は
、
平
均
約
二
五
～
三
九
畝
の
耕
作
面
積
を
も
っ
て
い
た
と
ま
と
め
ら
れ
る
（
走
馬
楼
呉
簡
の
場
合
は
米
田
）。

以
上
の
数
値
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
陽
武
県
戸
牖
郷
（
現
在
の
河
南
省
新
郷
市
原
陽
県
）
出
身
の
陳
平
の
例
に
注
目
さ
れ
る
。

陳
平
は
の
ち
に
名
声
を
馳
せ
た
前
漢
高
祖
の
謀
臣
で
あ
る
。
だ
が
若
い
時
は
兄
・
兄
嫁
と
同
居
し
、
兄
の
家
は
「
貧
」
で
、
三
〇
畝
の

田
を
営
む
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ら
し
い（『
史
記
』巻
五
六
陳
丞
相
世
家
）。
こ
の
故
事
は
、耕
地
面
積
約
三
〇
畝
の
家
が
当
時「
貧
」と
さ
れ
、

大
人
三
人
が
生
活
す
る
の
に
精
一
杯
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
す
る
と
前
漢
初
期
の
江
陵
・
長
沙
付
近
の
家
々
は
、
完
全
に
自
活
で
き

な
い
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
大
半
が
「
貧
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
平
均
的
な
生
活
水
準
は
、
三
国
時
代
に
や
や
向
上

し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
江
陵
鳳
凰
山
漢
簡
に
粟あ

わ

（
＝
禾
）、
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
に
「
米
」
の
播
種
例
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
漢
晋
代

の
江
陵
以
北
は
粟
作
、
以
南
は
米
作
が
多
か
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
長
江
中
流
域
の
農
業
技
術
の
戦
国
時
代
～
前

漢
前
期
に
お
け
る
劇
的
変
化
は
想
定
で
き
な
い
の
で
、
戦
国
後
期
の
楚
も
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
作
柄
状
況
だ
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
、
改
め
て
漢
代
の
粟
作
の
収
穫
高
を
み
る
と
、
宇
都
宮
清
吉
氏
は
『
史
記
』
河
渠
書
・『
史
記
』
貨
殖
列
伝
・『
漢
書
』
食

貨
志
・『
後
漢
書
』
仲
長
統
伝
・『
淮
南
子
』
主
術
訓
等
に
基
づ
き
、
一
頃
＝
粟
三
九
六
斛
（
新
畝
制
の
一
畝
＝
三
．
九
六
斛
）
と
す

る）
11
（

。
す
る
と
三
〇
畝
の
年
間
収
穫
高
は
最
大
で
も
約
一
一
九
斛
と
な
る
。
そ
の
う
ち
最
低
一
割
を
納
税
し
た
と
す
る
と
、
約
一
〇
七



東洋文化研究 17 号　　16

斛
が
残
る
。
こ
こ
で
「
秦
律
十
八
種
」
倉
律
（
第
一
一
六
～
一
一
九
簡
）
を
み
る
と
、
戦
国
秦
の
刑
徒
（
城
旦
・
舂
・
隷
臣
・
隷
妾
）

に
さ
え
食
糧
と
し
て
毎
月
禾
二
石
半
～
一
石
半
（
子
供
は
一
石
半
～
一
石
）
が
支
給
さ
れ
た
。
ま
た
前
漢
後
半
期
～
後
漢
前
半
期
の

居
延
漢
簡
を
み
る
と
、
大
男
（
成
年
男
性
）
に
は
三
石
、
大
女
（
成
年
女
性
）
に
は
二
石
強
が
支
給
さ
れ
た）

11
（

。『
塩
鉄
論
』
散
不
足

篇
や
崔
寔
『
政
論
』
も
、
成
年
男
子
の
年
間
食
糧
を
粟
三
六
斛
と
見
積
っ
て
お
り）

11
（

、
一
般
成
年
男
性
の
食
糧
は
年
間
三
六
斛
程
度
、

成
年
女
性
の
食
糧
は
二
五
斛
程
度
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
。
ま
た
子
供
の
場
合
も
、
刑
徒
で
さ
え
毎
月
一
斛
半
～
一
斛
が
支
給
さ
れ

て
い
る
の
で
、
一
般
に
は
二
斛
強
（
毎
年
二
五
斛
）
前
後
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
一
般
農
民
に
四
～
五
人
の
家
族
（
成
年
男
女
と
子
供

一
～
二
名
）が
い
た
場
合
、家
族
全
体
で
は
毎
年
八
六
～
一
一
一
斛
が
必
要
で
、民
の
手
元
に
は
ほ
ぼ
収
穫
が
残
ら
な
い
計
算
に
な
る
。

こ
れ
は
三
〇
畝
で
連
作
し
た
場
合
の
家
計
で
、
か
り
に
一
年
休
閑
法
を
採
用
し
た
場
合
、
民
の
収
入
は
さ
ら
に
絶
望
的
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
戦
国
魏
・
李
悝
「
盡
地
力
之
敎
」
に
よ
る
と
、
民
に
は
上
記
の
支
出
以
外
に
衣
料
費
・
冠
婚
葬
祭
費
・
祭
祀
費
等
の
支
出
も

あ
っ
た
。
す
る
と
、
渡
辺
信
一
郎
氏
が
の
べ
る
よ
う
に
、「
鄭
里
稟
簿
」
所
見
の
民
の
大
半
は
貧
民
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い）

11
（

。

ま
た
「
嘉
禾
吏
民
田
家
莂
」
所
見
の
民
も
、
保
有
す
る
米
田
面
積
は
「
鄭
里
稟
簿
」
よ
り
も
や
や
多
い
が
、
旱
田
率
（
そ
の
年
の
収

穫
の
見
込
め
な
い
田
の
比
率
）
が
高
い
た
め
、
貧
困
に
喘
い
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
鄭
里
稟
簿
」
の
住
民
構
成
は
例
外
で

は
な
く
、
江
陵
・
長
沙
の
民
の
農
業
収
入
は
、
前
漢
～
三
国
呉
を
通
し
て
、
絶
望
的
で
あ
り
つ
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
戦
国
楚

の
農
業
技
術
が
漢
代
と
同
等
以
下
で
あ
る
以
上
、
戦
国
楚
の
農
村
の
平
均
的
経
済
状
況
も
、
前
漢
～
三
国
呉
の
時
と
同
等
以
下
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

三
．
楚
地
経
済
圏
の
特
徴

と
こ
ろ
が
、
楚
地
経
済
関
連
の
史
料
を
み
る
と
、『
史
記
』
巻
一
二
九
貨
殖
列
伝
に
は
、
楚
地
の
民
が
豊
か
な
生
活
を
営
ん
で
い
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た
と
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
。

之
を
總
ぶ
る
に
、
楚
越
の
地
は
、
地
廣
く
人
希
に
し
て
、
稻
を
飯
に
し
、
魚
を
羹
に
す
。
或
い
は
火
耕
し
て
水
耨
し
、
果か

隋じ
つ

・

蠃ぎ
ょ

蛤か
い

は
、
賈
を
待
た
ず
し
て
足
る
。
地ち

埶せ
い

、
食
饒お

お

く
、
飢
饉
の
患
無
し
。
故
を
以
て
呰
窳
に
し
て
生
を
偷
み
、
積
聚
無
く
し
て

貧
多
し
。
是
の
故
に
、
江
淮
以
南
に
凍
餓
の
人
無
く
、
亦
た
千
金
の
家
無
し
。

本
史
料
に
よ
る
と
、楚
地
に
は「
飢
饉
の
患
無
」く
、多
種
多
様
な
自
然
資
源
の
産
地
だ
っ
た
。ま
た
楚
人
に
は
一
見
、「
火
耕
し
て
水
耨
」

の
農
民
と
他
の
産
業
従
事
者
が
別
々
に
並
存
し
て
い
た
ご
と
く
だ
が
、農
業
が
赤
字
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
飢
饉
の
患
」
が
な
い
以
上
、

実
際
に
は
農
民
の
多
く
も
他
産
業
を
兼
業
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
楚
地
に
は
農
業
以
外
に
一
体
ど
の
よ
う
な
産
業
が
あ
っ
た
の
か
。
宇
都
宮
清
吉
氏
に
よ
る
と
、
前
四
世
紀
の
中
国
に
は
複

数
の
経
済
圏
が
存
在
し
、
そ
れ
を
結
ぶ
世
界
経
済
圏
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た）

11
（

。
江
村
治
樹
氏
も
批
判
す
る
よ
う
に
、
戦
国
時
代
に
お

け
る
世
界
経
済
圏
の
形
成
は
過
大
評
価
で
き
ず
、
三
晋
地
域
以
外
は
な
お
農
業
都
市
が
多
か
っ
た
も
の
の）

11
（

、
宇
都
宮
氏
が
「
複
数
の

経
済
圏
」
の
存
在
を
指
摘
し
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
貨
殖
列
伝
を
さ
ら
に
厳
密
に
み
る
と
、
別
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、

前
漢
前
期
に
は
特
産
品
を
異
に
す
る
複
数
の
経
済
圏
が
あ
っ
た
（
図
１
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
楚
は
西
楚
・
東
楚
・
南
楚
よ
り
な
り
、

農
業
以
外
の
多
種
多
様
な
物
産
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
西
楚
・
東
楚
は
ほ
ぼ
同
様
の
物
産
を
有
し
（
呉
経
済
圏
）、
南
楚
は
や
や
独
自

の
物
産
を
有
し
た
（
楚
経
済
圏
）。
西
楚
・
東
楚
・
南
楚
は
戦
国
楚
に
属
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、抜
郢
後
の
楚
は
お
も
に
呉
経
済
圏
（
西

楚
・
東
楚
）
の
み
を
支
配
し
た
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
農
業
生
産
力
の
低
い
楚
地
経
済
が
「
果
隋
・
蠃
蛤
は
、
賈
を
待
た
ず
し

て
足
る
。
地
埶
、
食
饒
く
、
飢
饉
の
患
無
し
」
と
評
さ
れ
た
理
由
は
明
白
で
あ
る
。
楚
人
は
農
業
以
外
の
産
業
に
重
点
を
置
き
、
そ

れ
は
多
種
多
様
な
自
然
資
源
に
依
拠
し
た
。
ゆ
え
に
彼
ら
は
飽
食
の
生
活
に
安
住
で
き
た
の
で
あ
る
（『
戦
国
策
』
宋
巻
四
七
一
な

ど
）。
高
級
品
に
関
し
て
も
、
三
晋
へ
遊
説
に
赴
か
ん
と
す
る
張
儀
が
「（
楚
）
王
、
晉
國
に
求
む
る
無
き
か
」
と
問
う
た
の
に
対
し
、
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楚
の
懐
王
は
「
黄
金
珠
璣
犀
象
は
楚
よ
り
出
づ
。
寡
人
、

晉
國
に
求
む
る
無
し
」
と
喝
破
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く

不
足
が
み
ら
れ
な
い（『
戦
国
策
』楚
巻
一
九
三
）。
で
は
、

資
源
大
国
の
戦
国
楚
は
、
結
局
な
ぜ
秦
に
後
れ
を
取
っ

た
の
か
。

第
三
節　

楚
地
の
都
市
経
済

一
．
輸
入
置
換
の
失
敗

戦
国
楚
は
、
豊
富
な
自
然
資
源
を
有
し
な
が
ら
も
、

最
終
的
に
秦
に
破
れ
た
。
秦
は
、
経
済
力
に
裏
打
さ
れ

た
軍
事
力
と
外
交
力
を
駆
使
し
、
戦
国
諸
国
を
滅
ぼ
し

た
。
た
だ
し
既
述
の
ご
と
く
、
戦
国
中
期
頃
ま
で
秦
と

楚
の
総
兵
力
に
大
差
は
な
い
。
ま
た
装
備
の
点
で
も
、

軍
糧
の
点
で
も
、
大
差
は
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
楚
の

武
器
は
鋭
利
と
さ
れ
る）

11
（

。
戦
術
面
で
も
春
秋
楚
で
改
革

が
加
え
ら
れ
て
以
来）

1（
（

、
中
原
諸
国
に
比
し
て
楚
を
劣
悪

と
す
る
史
料
は
な
い
。
両
国
と
も
に
爵
位
制
度
を
有
し
、

［図１］『史記』貨殖列伝所見の経済圏
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両
国
間
に
士
気
の
差
が
あ
っ
た
と
も
断
定
で
き
な
い
。『
史
記
』
を
み
る
と
、
紀
元
前
二
五
〇
年
頃
以
降
の
秦
軍
は
楚
軍
に
比
し
て

異
常
に
強
い
が
、
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
藤
田
勝
久
説
に
よ
れ
ば
、
史
料
的
偏
向
の
可
能
性
も
あ
る
。

そ
こ
で
再
度
注
目
す
べ
き
が
、
各
経
済
圏
の
所
在
と
意
義
で
あ
る
。
各
経
済
圏
の
諸
物
産
は
異
な
る
。
よ
っ
て
、
も
し
各
経
済
圏

間
を
結
ぶ
遠
隔
商
業
を
展
開
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
莫
大
な
利
益
を
生
も
う
。
逆
に
単
一
経
済
圏
内
で
の
商
業
は
、
同
一
物

産
を
同
一
地
域
内
で
売
買
す
る
た
め
、
大
き
な
利
益
は
生
じ
に
く
い
。
そ
こ
で
戦
国
秦
の
状
況
を
み
る
と
、
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う

に
、
戦
国
秦
は
紀
元
前
三
〇
〇
年
頃
よ
り
関
中
経
済
圏
の
み
な
ら
ず
、
巴
蜀
経
済
圏
・
西
羌
経
済
圏
を
も
支
配
し
、
経
済
圏
間
交
易

を
積
極
的
に
推
進
し
た
。
一
方
、
戦
国
楚
は
南
楚
（
楚
経
済
圏
）
と
西
楚
（
呉
経
済
圏
の
西
側
）
を
中
心
に
展
開
し
、
そ
れ
以
外
の

経
済
圏
を
完
全
に
領
土
内
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
楚
の
経
済
成
長
を
阻
害
し
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
楚
は

農
業
国
と
い
う
よ
り
資
源
国
で
、
当
該
資
源
は
他
経
済
圏
と
の
交
易
を
通
じ
て
、
初
め
て
莫
大
な
利
益
を
生
む
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
楚
は
、
資
源
国
ゆ
え
に
困
窮
に
陥
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
豊
か
な
供
給
源
に
応
じ
た
需
要
源
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
楚
民
は
、
国
家
に
頼
ら
ず
と
も
、
各
地
の
自
然
資
源
を
活
用
し
、
十
分
に
自
活
で
き
た
。
よ
っ
て
、
中
央
政
府
の
楚
人
に
対

す
る
規
制
力
は
強
く
な
か
っ
た
。
当
該
経
済
圏
に
お
け
る
国
家
・
大
商
人
に
よ
る
経
済
利
益
の
独
占
も
困
難
だ
っ
た
。
だ
か
ら
楚
民

は
、
戦
争
時
な
ど
に
逃
散
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
前
掲
『
戦
国
策
』
秦
巻
一
〇
四
、
魏
巻
三
二
八
）。

現
に
、
楚
地
に
は
、
春
秋
時
代
以
来
商
人
の
存
在
は
確
認
で
き
る
も
の
の
（『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
十
二
年
等
）、『
史
記
』
貨
殖

列
伝
や
『
漢
書
』
貨
殖
伝
を
み
る
か
ぎ
り
、
遠
隔
地
を
股
に
か
け
た
大
商
人
は
登
場
し
な
い
。
そ
も
そ
も
北
方
に
赴
か
ん
と
す
る
張

儀
が
楚
の
懐
王
に
、「
天
下
、
關
を
閉
じ
て
通
ぜ
ず
。
未
だ
見
ゆ
る
日
を
知
ら
ざ
る
な
り
（『
戦
国
策
』
楚
巻
一
九
三
）」
と
別
れ
の

挨
拶
を
し
て
お
り
、
楚
地
の
内
外
を
む
す
ぶ
交
易
は
規
制
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
貨
殖
列
伝
の
成
立
し
た
前
漢
武
帝
期
に
な

る
と
、
中
原
―
楚
地
間
の
交
通
網
は
強
化
さ
れ
た
が
、
楚
人
は
飽
食
状
態
に
な
お
安
ん
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
元
の
自
然
資
源
に
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依
存
す
る
の
み
で
、
そ
れ
を
活
用
し
て
積
極
的
に
他
地
方
の
生
産
物
を
輸
入
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
地
産
せ
ん
と
す
る
努
力
（
所
謂

輸
入
置
換
）
を
欠
く
地
域
は
、
都
市
学
的
に
そ
の
脆
弱
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
そ
の
よ
う
な
都
市
は
、
輸
入
置
換
に
よ
る
急
激
な

経
済
成
長
・
技
術
刷
新
・
人
口
向
上
も
見
込
め
な
い
。

二
．
楚
の
東
漸
と
経
済
圏
間
交
易

以
上
の
分
析
に
よ
る
と
、
戦
国
初
期
の
楚
地
で
は
、
輸
入
置
換
が
あ
ま
り
円
滑
に
進
ま
ず
、
ゆ
え
に
資
源
国
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

都
市
の
経
済
成
長
が
進
ま
な
か
っ
た
。

だ
が
戦
国
中
期
の
楚
は
、
前
三
五
四
年
前
後
に
「
睢
濊
の
閒
」
を
取
り
（『
戦
国
策
』
楚
巻
一
七
四
）、
前
三
二
二
年
頃
に
睢
濊
上

流
の
襄
陵
方
面
に
進
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
地
は
山
東
経
済
圏
と
楚
経
済
圏
の
接
点
に
あ
た
る
。
ま
た
広
陵
に
築
城
し
（
六
国
年
表
は

懐
王
期
に
、平
㔟
氏
は
威
王
期
の
前
三
三
七
年
に
繋
年
）、前
三
二
九
年
頃
に
越
王
無
疆
を
殺
し
た
。
結
果
、「
富
は
越
隸
を
擅

ほ
し
い
ま
まに（『

戦

国
策
』
秦
巻
八
三
）」
し
、
呉
経
済
圏
へ
進
出
し
た
と
も
解
せ
る
。
し
か
も
、
楚
の
最
前
線
は
、
前
三
一
〇
年
～
前
三
〇
〇
年
頃
に

は
新
城
・
陽
人
に
達
し
て
お
り
（『
戦
国
策
』
楚
巻
二
〇
七
、
楚
巻
二
〇
八
）、
陽
翟
に
も
接
近
し
た
（『
戦
国
策
』
韓
巻
四
〇
五
）。

こ
れ
ら
の
地
は
、
古
来
数
多
く
の
大
商
人
を
輩
出
し
た
洛
陽
経
済
圏
と
楚
経
済
圏
と
の
接
点
に
あ
た
る
。
す
る
と
、
楚
は
こ
れ
ら
の

領
土
拡
大
を
通
じ
て
、経
済
圏
間
交
易
に
よ
る
経
済
成
長
の
準
備
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
包
山
楚
簡
に
よ
る
と
、

懐
王
期
頃
の
楚
は
交
易
路
に
「
關
金
（
関
所
通
過
税
）」
を
課
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
王
」
の
重
要
な
財
源
の
ひ
と
つ
だ
っ
た）

11
（

。
懐

王
七
年
（
前
三
二
〇
年
頃
）
の
青
銅
製
割
符
「
鄂
君
啓
節
」
も
、
楚
の
交
易
路
が
郢
以
北
に
放
射
線
状
に
延
び
、
楚
王
が
車
道
・
水

路
に
通
行
税
を
課
し
て
い
た
こ
と
、
鄂
君
の
使
者
が
免
税
符
を
携
帯
し
て
郢
で
交
易
し
た
こ
と
を
し
め
す
。
た
だ
し
免
税
範
囲
は
、

太
田
麻
衣
子
氏
に
よ
る
と
、
楚
の
「
安
全
圏
」
に
あ
た
り）

11
（

、「
安
全
圏
」
外
で
の
経
済
圏
間
交
易
は
当
時
必
ず
し
も
安
全
で
な
か
っ
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た
よ
う
で
も
あ
る
。

し
か
し
結
局
、
楚
は
懐
王
中
期
に
失
速
す
る
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
懐
王
が
張
儀
に
騙
さ
れ
た
点
に
あ
る
。

秦
の
密
命
を
帯
び
た
張
儀
は
、
秦
の
も
つ
「
商
於
」
の
地
と
引
き
替
え
に
、
従
前
の
斉
楚
同
盟
を
解
消
す
る
よ
う
懐
王
に
説
い
た
。

結
果
、懐
王
は
斉
と
の
合
従
関
係
を
解
消
し
た
が
、張
儀
は
秦
に
復
命
後
、楚
を
裏
切
り
、「
商
於
」の
地
を
懐
王
に
与
え
な
か
っ
た（『
史

記
』
巻
七
〇
張
儀
列
伝
）。
こ
こ
で
懐
王
の
無
能
ぶ
り
を
指
摘
す
る
の
は
容
易
い
。
だ
が
本
当
の
問
題
は
、
な
ぜ
懐
王
が
危
険
を
冒

し
て
「
商
於
」
を
求
め
た
か
で
あ
る
。『
史
記
』
の
紀
年
矛
盾
を
指
摘
し
た
平
㔟
隆
郎
氏
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
秦
に
よ
る
「
商
於
」

略
取
は
秦
恵
文
王
期
に
繋
年
さ
れ
る
べ
き
で
、
秦
の
張
儀
は
略
取
し
た
ば
か
り
の
「
商
於
」
を
餌
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に

楚
の
懐
王
も
容
易
に
騙
さ
れ
た
と
い
う）

11
（

。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
楚
の
「
商
於
」
に
最
初
に
手
を
出
し
た
の
は
秦
の
方
で
あ
る
。
そ
の

是
非
は
と
も
か
く
、
そ
れ
で
は
楚
は
、
な
ぜ
斉
と
の
合
従
を
解
消
し
て
ま
で
、「
商
於
」
を
取
り
返
そ
う
と
し
た
の
か
。
そ
こ
で
「
商

於
」
の
位
置
を
み
る
と
、
楚
・
巴
蜀
・
関
中
の
三
経
済
圏
の
接
点
に
位
置
し
、
そ
の
失
陥
は
南
の
上
庸
・
西
陵
等
の
失
陥
に
も
繋
が

り
か
ね
な
い
。
当
時
、楚
―
巴
蜀
間
に
は
密
接
な
文
化
経
路
と
物
流
が
あ
り）

11
（

、「
商
於
」
失
陥
は
そ
の
断
絶
に
繋
が
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。

懐
王
が
「
商
於
」
に
固
執
し
た
一
因
は
こ
こ
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か
。

と
も
あ
れ
そ
の
後
、
張
儀
に
騙
さ
れ
た
懐
王
は
、
前
三
一
二
年
頃
に
秦
へ
派
兵
し
て
大
敗
し
、
楚
将
屈
匄
以
下
八
万
の
兵
を
失
っ

た
。
前
節
の
検
討
に
よ
る
と
、
八
万
は
楚
の
西
方
防
衛
軍
の
ほ
ぼ
全
て
に
相
当
す
る
。
楚
は
、
斉
と
決
定
的
に
対
立
し
、
斉
や
越
に

対
す
る
東
方
防
衛
軍
を
動
か
せ
な
い
状
況
下
で
、西
方
防
衛
軍
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
越
は
「
越
隸
」
と
称
さ
れ
る
一
方
で
、

頃
襄
王
期
に
も
「
東
に
越
の
累

わ
ず
ら
い

有
り
（『
戦
国
策
』
楚
巻
一
九
一
）」
と
も
称
さ
れ
て
お
り
、
楚
の
完
全
な
統
制
下
に
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
秦
は
当
時
す
で
に
商
鞅
変
法
を
通
じ
て
最
初
の
大
き
な
経
済
成
長
を
遂
げ
、
お
そ
ら
く

楚
の
西
方
防
衛
軍
を
上
回
る
軍
備
を
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
主
力
を
失
っ
た
楚
軍
は
、漢
中
を
失
っ
た
。
し
か
も
秦
は
、
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前
三
一
六
年
に
司
馬
錯
を
派
遣
し
て
蜀
を
滅
ぼ
し
、
前
二
八
五
年
の
内
紛
後
に
蜀
を
正
式
な
県
と
し
、
前
三
一
四
年
以
前
に
巴
も
編

入
し
た）

11
（

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
楚
経
済
圏
と
巴
蜀
経
済
圏
の
連
結
は
さ
ら
に
弱
化
し
た
。
も
っ
と
も
、
前
三
〇
四
年
頃
に
上
庸
は
一
旦

楚
に
返
還
さ
れ
た
。
だ
が
上
庸
以
西
と
巴
蜀
は
す
で
に
実
質
的
に
秦
に
帰
属
し
て
お
り
、
交
易
地
と
し
て
の
上
庸
の
価
値
は
半
減
し

て
い
た
。
し
か
も
そ
の
後
、
楚
の
懐
王
は
再
び
騙
さ
れ
て
秦
に
囚
わ
れ
、
楚
は
し
ば
ら
く
し
て
頃
襄
王
を
擁
立
し
た
。
そ
の
政
治
的

混
乱
を
突
か
れ
、
楚
は
洛
陽
南
方
の
新
城
・
陽
人
等
を
次
々
に
失
っ
た
。
か
く
て
楚
は
、
こ
の
と
き
に
洛
陽
経
済
圏
と
の
接
点
も
ほ

ぼ
完
全
に
喪
失
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
頃
襄
王
は
漢
中
回
復
を
望
み
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
淮
水
～
泗
水
間
の
地
を
得
よ
う
と
望
ん
で
い

た
よ
う
だ
が
（『
戦
国
策
』
楚
巻
二
一
九
）、
そ
れ
も
う
ま
く
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
頃
襄
王
の
命
で
荘
蹻
ら
が
夜
郎
方
面
へ
派
兵
さ
れ
た
と
の
史
料
も
あ
り）

11
（

、
楚
は
ま
だ
巴
蜀
経
済
圏
に
固
執
し
て
い
た
ご

と
く
で
あ
る
。
だ
が
『
荀
子
』
議
兵
篇
に
は
「
荘
蹻
起
り
て
楚
は
分
れ
て
三
四
と
爲
る
」
と
あ
り
、
荘
蹻
が
内
乱
し
て
夜
郎
方
面
へ

逃
亡
し
た
の
が
真
相
の
よ
う
に
思
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
と
も
か
く
、そ
の
後
も
郢
付
近
の
諸
都
市
は「
輸
入
置
換
」の
困
難
に
よ
り
、

劇
的
な
勢
威
回
復
は
望
め
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
に
、前
二
八
〇
～
前
二
七
八
年
頃
に
な
る
と
、楚
は
巴
郡
や
黔
中
郡
等
を
次
々

に
失
い
、荘
蹻
と
の
通
信
も
途
絶
し
た
（『
後
漢
書
』
巻
八
六
南
蛮
西
南
夷
列
伝
）。
楚
は
長
江
中
流
域
の
回
復
を
試
み
た
が
（『
史
記
』

巻
四
〇
楚
世
家
、
睡
虎
地
秦
簡
「
編
年
記
」）、
当
地
に
お
け
る
楚
の
経
済
成
長
は
も
は
や
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
、
楚
は
陳
を
本
拠
と
し
た
。
淮
水
流
域
は
そ
れ
自
体
が
鉱
物
資
源
の
宝
庫
で
、
楚
は
春
秋
時
代
以
来
そ
こ
に
目
を
付
け
て

い
た）

11
（

。
し
か
も
、
宇
都
宮
清
吉
氏
や
史
念
海
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
と
く
に
淮
北
に
は
「
天
下
の
中
、
諸
侯
四
通
し
、
貨
物
の
交

易
す
る
所
（『
史
記
』
巻
一
二
九
貨
殖
列
伝
）」
と
さ
れ
る
陶
を
は
じ
め
、
東
西
南
北
の
主
要
水
路
が
交
わ
る
大
都
市
が
展
開
し
て
い

た）
11
（

。
こ
の
と
き
楚
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
す
で
に
山
東
経
済
圏
と
呉
経
済
圏
の
両
方
と
の
接
点
を
有
し
て
い
た
。
前
二
八
八
年
頃
に

は
斉
の
攻
勢
に
よ
り
淮
北
を
失
い
か
け
る
が
、
燕
が
斉
を
抑
え
込
ん
だ
結
果
、
そ
の
危
機
も
脱
し
た）

1（
（

。
し
か
も
既
述
の
ご
と
く
、
陳
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は
洛
陽
経
済
圏
と
近
接
し
、
華
夏
諸
国
と
「
魚
鹽
之
貨
」
を
交
換
す
る
窓
口
で
も
あ
っ
た
。
よ
っ
て
抜
郢
後
の
楚
は
、
経
済
成
長
の

望
め
な
く
な
っ
た
長
江
中
流
域
や
長
沙
以
南
で
は
な
く
、
陳
方
面
へ
の
重
点
移
動
を
優
先
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
抜
郢
後
の
楚
が
長
江

流
域
に
留
ま
ら
ず
、
突
如
陳
へ
遷
都
し
た
理
由
は
、
こ
こ
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
そ
の
後
、
楚
は
十
分
な
国
力
を
回

復
す
る
前
に
陳
を
失
い
、
前
二
四
〇
年
頃
に
寿
春
へ
遷
都
し
た
。
寿
春
も
、
呉
経
済
圏
と
山
東
経
済
圏
を
結
ぶ
場
所
に
あ
る）

11
（

。

以
上
を
総
覧
す
る
と
、
東
漸
後
の
楚
は
、
経
済
圏
間
交
易
に
よ
る
再
起
を
図
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
裏
付
け
と
し
て
、

蟻
鼻
銭
の
存
在
に
も
注
目
さ
れ
る
。
蟻
鼻
銭
は
、
楚
特
有
の
青
銅
貝
貨
で
あ
る
。
鋳
造
開
始
時
期
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が）

11
（

、
前

三
一
二
年
頃
に
秦
領
と
な
っ
た
漢
中
で
出
土
せ
ず
、
前
二
七
八
年
頃
に
秦
領
と
な
っ
た
雲
夢
で
出
土
す
る
の
で
、
そ
の
頃
に
流
通
し

始
め
た
と
思
わ
れ
る
。
江
村
治
樹
氏
に
よ
る
と
、
楚
青
銅
貝
貨
の
九
四
％
は
「

」
銘
で
、
統
一
的
発
行
主
体
の
命
令
で
一
律
に
鋳

造
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
経
済
の
盛
ん
な
陳
へ
遷
都
し
た
楚
が
大
量
の
貨
幣
を
要
し
た
た
め
に
鋳
造
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る）

11
（

。
こ
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
を
経
済
圏
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
蟻
鼻
銭
出
土
地
は
呉
経
済
圏
（
陳
・
寿
春
な
ど
）

を
中
心
に
、
楚
経
済
圏
東
縁
・
山
東
経
済
圏
南
縁
・
洛
陽
経
済
圏
東
縁
に
分
布
し
、
蟻
鼻
銭
の
存
在
は
東
漸
後
の
楚
が
主
体
的
に
経

済
圏
間
交
易
を
推
進
し
た
鉄
証
で
あ
ろ
う
。
ま
た
戦
国
楚
で
は
「
郢
爰
」
等
の
有
銘
金
版
も
流
通
し
、
や
は
り
楚
地
東
部
で
多
く
出

土
す
る
。
清
華
大
学
蔵
戦
国
楚
簡
「
楚
居
」
を
み
る
と
、
悼
王
以
前
の
楚
は
歴
代
十
数
回
も
遷
都
し
て
お
り
、
春
秋
楚
の
武
王
期
以

来
の
新
都
に
は
ほ
ぼ
全
て
「
郢
」
字
が
含
ま
れ
る
。
よ
っ
て
金
版
上
の
「
郢
」
字
が
ど
の
郢
都
か
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
「
郢
」
字

を
冠
す
る
以
上
、
当
該
金
版
も
政
府
主
導
で
流
通
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
戦
国
後
期
の
楚
は
、
蟻
鼻
銭
と
金
版
を
媒
介
と
す
る
経
済
圏
間
交
易
を
促
進
し
、
新
た
に
経
済
立
国
を
目

論
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
秦
が
懐
王
期
以
降
連
戦
連
敗
の
楚
を
最
後
ま
で
恐
れ
、
実
際
に
楚
が
な
お
李
信
を
破
る
程
の
力
を
有

し
た
理
由
は
、
こ
こ
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
王
翦
が
秦
の
ほ
ぼ
全
軍
を
率
い
る
や
、
さ
し
も
の
楚
も
滅
亡
し
た
。
こ
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の
と
き
秦
は
す
で
に
関
中
経
済
圏
・
巴
蜀
経
済
圏
・
洛
陽
経
済
圏
・
楚
経
済
圏
西
部
を
支
配
す
る
超
大
国
と
な
っ
て
お
り
、
楚
の
経

済
立
国
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
戦
国
楚
の
敗
因
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
戦
国
楚
は
、
戦
国
七
雄
の
中
で
も
強
国
と
さ
れ
、
戦
国
屈
指
の
資
源
大
国
で

あ
り
、
広
大
な
土
地
を
も
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
楚
の
敗
因
に
関
し
て
は
、

従
来
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
出
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
第
一
節
に
よ
る
と
、ど
れ
も
検
討
の
余
地
を
残
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
第
二
節
・

第
三
節
で
は
、
両
国
の
軍
事
的
・
外
交
的
差
異
の
背
後
に
、
経
済
力
の
差
異
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
戦
国
楚
は
、

農
業
生
産
力
に
は
そ
れ
ほ
ど
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
自
然
資
源
に
は
恵
ま
れ
て
い
た
。
楚
民
は
国
家

に
頼
ら
ず
と
も
、
各
地
の
自
然
資
源
を
活
用
し
、
十
分
に
自
活
で
き
た
。
ゆ
え
に
、
中
央
政
府
の
楚
人
に
対
す
る
規
制
力
は
強
く
な

く
、
民
は
戦
争
時
な
ど
に
逃
散
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
で
、
楚
政
府
が
大
き
な
経
済
的
利
益
を
独
占
的
に
手

に
入
れ
る
に
は
、
自
国
の
自
然
資
源
を
、
そ
れ
が
採
れ
な
い
他
国
の
人
び
と
に
売
却
し
、
代
わ
り
に
他
の
財
物
を
輸
入
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
複
数
並
存
し
た
経
済
圏
（
同
一
物
産
を
産
す
る
領
域
）
同
士
を
む
す
ぶ
遠
距
離
交
易
こ
そ
が
、
楚
の

中
央
政
府
に
莫
大
な
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
す
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
国
七
雄
の
う
ち
、
複
数
の
経
済
圏
を
最
初
に
手
中
に
収

め
、
安
定
的
な
支
配
下
に
置
い
た
の
は
、
秦
だ
っ
た
。
楚
は
、
巴
蜀
進
出
・
中
原
進
出
に
失
敗
し
、
東
方
呉
越
に
対
す
る
支
配
も
お

ぼ
つ
か
ず
、
そ
れ
ゆ
え
最
後
ま
で
豊
富
な
自
然
資
源
を
戦
略
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
こ
に
楚
の
敗

因
（
の
少
な
く
と
も
一
つ
）
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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註（
1
）『
戦
国
策
』
の
巻
数
は
、
林
秀
一
氏
校
訂
の
新
釈
漢
文
大
系

版
（
鮑
彪
十
巻
本
に
基
づ
き
、
姚
宏
校
注
本
の
巻
数
も
付
記
さ

れ
て
い
る
）
に
よ
る
。

（
2
）
藤
田
勝
久
「『
史
記
』
楚
世
家
の
史
料
的
考
察
」（『
史
記
戦

国
史
料
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
三
八
五

～
四
二
六
頁
）。

（
3
）K

akinum
a Y

ohei, “
T

h
e E

m
ergen

ce an
d S

pread of 

C
oin

s in
 C

h
in

a from
 th

e S
prin

g an
d A

u
tu

m
n

 P
eriod 

to th
e W

arrin
g S

tates P
eriod”, In. B

ernholz, P
. &

 
V

aubel, R
. eds. E

xplaining M
onetary and F

inancial 
Innovation: A

 H
istorical A

nalysis, S
pringer, 2014, C

ham
. 

以
下
本
文
中
の
「
別
稿
」
は
本
稿
を
さ
す
。

（
4
）
藤
田
勝
久
「
史
料
学
よ
り
み
た
戦
国
七
国
の
地
域
的
特
色
」（
藤

田
注
２
前
掲
書
、
四
六
七
～
四
九
〇
頁
）。

（
5
）
鶴
間
和
幸
「
漢
代
に
お
け
る
秦
王
朝
史
観
の
変
遷
（
一
）

（
二
）」（『
秦
帝
国
の
形
成
と
地
域
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
、

一
八
五
～
二
二
〇
頁
）。

（
6
）
楊
寛
『
戦
国
史
（
一
九
九
七
増
訂
版
）』（
台
湾
商
務
印
書
館
、

一
九
九
七
年
、
四
二
三
～
四
六
二
頁
）。

（
7
）
籾
山
明
「〈
批
評
・
紹
介
〉
楊
寛
著
『
戦
国
史
（
新
版
）』」（『
東

洋
史
研
究
』
第
四
一
巻
第
三
号
、
一
九
八
二
年
、
五
九
二
～

五
九
九
頁
）。

（
8
）
平
㔟
隆
郎
『
新
編　

史
記
東
周
年
表
―
―
中
国
古
代
紀
年
の

研
究
序
章
―
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
の
編

年
は
、後
掲
『
戦
国
史
料
編
年
輯
証
』
等
と
比
べ
て
相
当
異
な
る
。

平
㔟
説
に
従
っ
た
箇
所
は
「
前
…
…
年
頃
」
と
し
る
し
、
大
き

な
相
異
点
は
本
文
で
明
記
し
た
。

（
9
）
孫
煒
「〝
楚
不
用
呉
起
而
削
乱
〟
質
疑
」（『
長
江
大
学
学
報

（
社
会
科
学
版
）』
第
二
七
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
～

一
六
頁
）
等
。

（
10
）
岡
田
功
「
楚
国
と
呉
起
変
法
―
―
楚
国
の
国
家
構
造
把
握
の

た
め
に
―
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
第
四
九
〇
号
、
一
九
八
一
年
、

一
五
～
三
〇
頁
）、張
正
明
『
秦
与
楚
』（
華
中
師
範
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
七
年
、
一
二
八
～
一
五
六
頁
）
等
。

（
11
）
楊
注
６
前
掲
書
（
二
一
五
頁
）
に
よ
る
と
、「
商
」・「
於
」
は

二
地
名
で
な
く
、
も
と
も
と
「
鄔
（
於
）」
と
呼
ば
れ
、
当
地

に
商
鞅
が
封
建
さ
れ
て
以
降
、「
商
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
地
。

（
12
）
楊
寛
『
戦
国
史
料
編
年
輯
証
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、

二
〇
〇
二
年
）。
以
下
本
書
所
引
史
料
を
参
照
す
る
場
合
、
本

書
名
の
み
し
る
す
。

（
13
）
楊
興
華
「
楚
国
滅
亡
原
因
新
探
」（『
衡
陽
師
専
学
報
（
社
会

科
学
）』
一
九
九
四
年
第
四
期
、
四
一
～
四
四
頁
）
等
。

（
14
）
工
藤
元
男
「
睡
虎
地
秦
簡
よ
り
み
た
戦
国
秦
の
法
と
習
俗
」

（『
睡
虎
地
秦
簡
よ
り
み
た
秦
代
の
国
家
と
社
会
』
創
文
社
、
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一
九
九
八
年
、
三
六
三
～
三
九
五
頁
）。

（
15
）
工
藤
元
男
「「
卜
筮
祭
禱
簡
」
と
貞
人
・
貞
卜
」（『
占
い
と

中
国
古
代
の
社
会
』
東
方
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
一
八
八
～

二
一
二
頁
）。

（
16
）
范
常
喜「
戦
国
楚
簡〝
視
日
〟補
議
」（
簡
帛
研
究
、http://w

w
w

.
jianbo.org/show

article.asp?articleid=1072

、
二
〇
〇
五
年 

三
月
一
日
）。

（
17
）
楊
注
13
前
掲
論
文
等
。

（
18
）
工
藤
元
男
「「
日
書
」
の
発
見
」（
工
藤
注
15
前
掲
書
、
三
二

～
六
七
頁
）。

（
19
）
工
藤
注
14
前
掲
論
文
。

（
20
）
春
秋
楚
に
関
し
て
は
、
君
権
を
大
と
み
る
山
崎
道
治
「
春
秋

時
代
楚
国
の
政
治
改
革
」（『
古
代
文
化
』
第
二
四
巻
第
一
一

号
、
一
九
七
二
年
、
二
一
一
～
二
二
三
頁
）
等
の
説
と
、
一
時

的
に
君
権
の
強
ま
っ
た
荘
王
・
霊
王
期
以
外
は
世
族
が
強
か
っ

た
と
す
る
安
倍
道
子
「
春
秋
時
代
の
楚
の
王
権
に
つ
い
て
―
―

荘
王
か
ら
霊
王
の
時
代
―
―
」（『
史
学
（
慶
應
義
塾
大
学
文
学

部
内
三
田
史
学
会
）』
第
五
〇
号
、
一
九
八
〇
年
、
三
八
九
～

四
一
〇
頁
）、
齋
藤
道
子
「
楚
の
王
権
構
造
に
関
す
る
一
試
論
」

（『
東
海
大
学
文
明
研
究
所
紀
要
』
第
一
〇
号
、
一
九
九
〇
年
、

二
三
～
三
八
頁
）
等
の
説
が
あ
る
。
ま
た
郡
県
制
の
起
源
を
春

秋
時
代
に
見
出
し
、
春
秋
県
を
君
権
示
現
の
場
と
み
る
説
や
、

そ
れ
に
反
対
す
る
見
解
も
あ
る
。
土
口
史
記
「
春
秋
時
代
の
領

域
支
配
―
邑
と
そ
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
」（『
先
秦
時
代
の
領
域

支
配
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、二
〇
一
一
年
、一
三
～
五
五
頁
）

等
参
照
。

（
21
）
楊
注
６
前
掲
書
、
一
九
一
～
二
七
八
頁
。

（
22
）
宇
都
木
章
「
戦
国
時
代
の
楚
の
世
族
」（『
春
秋
戦
国
時
代

の
貴
族
と
政
治
』
名
著
刊
行
会
、
二
〇
一
二
年
、
二
六
六
～

二
九
七
頁
）。

（
23
）
盧
昌
徳
「
从
呉
起
変
法
失
敗
看
楚
国
的
衰
亡
―
―
楚
滅
于
秦

原
因
初
探
」（『
湖
北
師
範
学
院
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』

一
九
八
七
年
第
四
期
、
七
二
～
七
九
頁
）。

（
24
）
何
浩
「
戦
国
時
期
楚
封
君
初
探
」（『
歴
史
研
究
』
一
九
八
四

年
第
五
期
、
一
〇
〇
～
一
一
一
頁
）、
何
浩
「
論
楚
国
封
君
制

的
発
展
与
演
変
」（『
江
漢
論
壇
』
一
九
九
一
年
第
五
期
、
七
二

～
七
八
頁
）。
楚
封
君
の
封
地
に
関
し
て
は
何
浩
・
劉
彬
徽

「
包
山
楚
簡
〝
封
君
〟
釈
地
」（『
包
山
楚
墓
』
文
物
出
版
社
、

一
九
九
一
年
）
等
。

（
25
）
野
間
文
史
「
春
秋
時
代
に
お
け
る
楚
国
の
世
族
と
王
権
」（『
哲

学
（
広
島
哲
学
会
）』
第
二
四
号
、
一
九
七
二
年
、
八
九
～

一
〇
〇
頁
）。

（
26
）
斉
思
和
「
戦
国
制
度
考
」（『
中
国
史
探
研
』
中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
）。

（
27
）
陳
偉
「
地
域
政
治
系
統
」（『
包
山
楚
簡
初
探
』
武
漢
大
学
出

版
社
、
一
九
九
六
年
、
六
七
～
一
〇
七
頁
）。
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（
28
）
土
口
史
記
「
包
山
楚
簡
の

と

大
夫
―
―
戦
国
楚
の
行
政

単
位
と
「
郡
県
」」（
土
口
注
20
前
掲
書
、
九
五
～
一
二
一
頁
）。

（
29
）
鄭
威
「
呉
起
変
法
前
後
楚
国
封
君
領
地
構
成
的
変
化
」（『
歴

史
研
究
』
二
〇
一
二
年
第
一
期
、
二
四
～
三
五
頁
）。

（
30
）
岡
田
注
10
前
掲
論
文
。

（
31
）
葛
剣
雄
『
西
漢
人
口
地
理
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、

林
甘
泉
編
『
中
国
経
済
通
史　

秦
漢
経
済
巻
』（
経
済
日
報
出

版
社
、
一
九
九
九
年
）
等
。

（
32
）
范
文
瀾
『
中
国
通
史
簡
編
（
修
訂
本
）』（
人
民
出
版
社
、

一
九
六
四
～
一
九
六
五
年
）
等
。

（
33
）
梁
啓
超
『
飲
冰
室
文
集
』
之
十
。

（
34
）
桑
原
隲
蔵
「
歴
史
上
よ
り
観
た
る
南
北
支
那
」（『
桑
原
隲
蔵

全
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
一
一
～
六
八
頁
）。

（
35
）
江
村
治
樹
「
戦
国
時
代
の
都
市
の
性
格
」（『
春
秋
戦
国
秦

漢
時
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
、

三
六
七
～
四
〇
二
頁
）。

（
36
）
天
長
市
文
物
管
理
所
・
天
長
市
博
物
館
「
安
徽
天
長
西
漢
墓

発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
二
〇
〇
六
年
第
一
一
期
）。
史
料
年
代

に
つ
い
て
は
、
景
帝
期
と
す
る
何
有
祖
「
安
徽
天
長
西
漢
墓

所
見
西
漢
木
牘
管
窺
」（
簡
帛
網 http://w

w
w

.bsm
.org.cn/

show
_article.php?id=488

、二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
九
日
）と
、

武
帝
期
と
す
る
山
田
勝
芳
「
前
漢
武
帝
代
の
地
域
社
会
と
女
性

徭
役
―
―
安
徽
省
天
長
市
安
楽
鎮
一
九
号
漢
墓
木
牘
か
ら
考
え

る
―
―
」（『
集
刊
東
洋
学
』
第
九
七
号
、二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。

（
37
）
荊
州
博
物
館
「
湖
北
荊
州
紀
南
松
柏
漢
墓
発
掘
簡
報
」（『
文

物
』
二
〇
〇
八
年
第
四
期
）、
荊
州
博
物
館
編
『
荊
州
重
要
考

古
発
現
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
彭
浩
「
読
松
柏
出

土
的
四
枚
西
漢
木
牘
」（『
簡
帛
』
第
四
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
）
等
参
照
。

（
38
）
工
藤
元
男
・
早
苗
良
雄
・
藤
田
勝
久
訳
注
（
佐
藤
武
敏
監
修
）

『
戦
国
縦
横
家
書
―
―
馬
王
堆
帛
書
』（
朋
友
書
店
、
一
九
九
三

年
、
三
三
二
～
三
四
七
頁
）。

（
39
）「
火
耕
水
耨
」
の
学
説
史
に
関
し
て
は
渡
部
忠
世
・
桜
井
由
躬

雄
編
『
中
国
江
南
の
稲
作
文
化
―
―
そ
の
学
際
的
研
究
』（
日

本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
四
年
）
等
。

（
40
）
渡
辺
信
一
郎
「
二
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
至
る
大
土
地
所
有

と
経
営
」（『
中
国
古
代
社
会
論
』
青
木
書
店
、
一
九
八
六
年
、

一
三
二
～
二
〇
三
頁
）。

（
41
）
種
、
稻
・
麻
畝
用
二
斗
大
半
斗
、
禾
・
麥
畝
一
斗
、
黍
・
荅

畝
大
半
斗
、
叔
（
菽
）
畝
半
斗
。
利
田
疇
、
其
有
不
盡
此
數
者
、

可
殹
（
也
）。
其
有
本
者
、
稱
議
種
之
。
倉
。

（
42
）
渡
辺
信
一
郎
「
古
代
中
国
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
」（
渡

辺
注
40
前
掲
書
）。

（
43
）
阿
部
幸
信
「
嘉
禾
吏
民
田
家
莂
「
丘
」
再
攷
」（『
東
洋
史
研
究
』

第
六
二
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
四
年
、
六
三
二
～
六
五
九
頁
）。

（
44
）
宇
都
宮
清
吉
「
僮
約
研
究
」（『
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
（
補
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訂
版
）』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
六
七
年
、
二
五
六
～
三
七
四
頁
）。

（
45
）
藤
枝
晃
「
長
城
の
ま
も
り
―
―
河
西
地
方
出
土
の
漢
代
木
簡

の
内
容
の
概
観
―
―
」（
ユ
ー
ラ
シ
ア
学
会
編
『
遊
牧
民
族
の

研
究
』
自
然
史
学
会
、
一
九
五
五
年
）。

（
46
）
宇
都
宮
注
44
前
掲
論
文
。

（
47
）
渡
辺
注
42
前
掲
論
文
。

（
48
）
宇
都
宮
清
吉
「
西
漢
時
代
の
都
市
」（
宇
都
宮
注
44
前
掲
書
、

一
〇
七
～
一
四
〇
頁
）。

（
49
）
江
村
注
35
前
掲
論
文
。

（
50
）『
荀
子
』
議
兵
篇
等
。『
楚
辞
』
九
歌
国
殤
も
、
勇
敢
で
装
備

に
優
れ
た
楚
兵
が
戦
う
様
子
を
「
呉
戈
を
操
り
犀
甲
を
被
り
、

車
は
轂
を
錯
え
短
兵
は
接
す
。
旌
は
日
を
蔽
い
敵
は
雲
の
若
く
、

矢
は
交
ご
も
墜
ち
て
士
は
先
を
爭
う
」
と
表
現
す
る
。
間
瀬
収

芳
「
蜀
楚
関
係
史
へ
の
一
試
論
―
―
戦
国
時
代
出
土
文
物
を

手
掛
り
と
し
て
」（
林
巳
奈
夫
編
『
戦
国
時
代
出
土
文
物
の
研

究
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
五
年
、
二
三
三
～

二
六
九
頁
）
に
よ
る
と
、
戦
国
楚
は
強
力
な
弩
を
中
原
以
上
に

保
有
し
た
。

（
51
）
安
倍
道
子
「
春
秋
前
期
に
お
け
る
楚
の
対
外
発
展
―
―
『
左

伝
』
を
中
心
に
―
―
」（『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部
』
第
三
二
輯
、

一
九
八
〇
年
、
一
七
～
三
〇
頁
）、
安
倍
道
子
「
荘
王
期
に
お

け
る
楚
の
対
外
発
展
―
―
こ
の
時
期
の
王
権
強
化
の
動
き
と
の

関
連
に
注
目
し
な
が
ら
―
―
」（『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部
』
第

三
六
輯
、
一
九
八
二
年
、
一
～
一
八
頁
）
等
。

（
52
）Jacobs, Jane., C

ities a
n

d
 th

e W
ea

lth
 of N

a
tion

s: 

P
rinciples of E

conom
ic L

ife, R
andom

 H
ouse, 1984, N

ew
 

Y
ork.

（
53
）
王
穎
「
从
包
山
楚
簡
看
戦
国
中
晩
期
楚
国
的
社
会
経
済
」（『
中

国
社
会
経
済
史
研
究
』
二
〇
〇
四
年
第
三
期
、一
四
～
一
七
頁
）。

（
54
）
太
田
麻
衣
子
「
鄂
君
啓
節
か
ら
み
た
楚
の
東
漸
」（『
東
洋
史

研
究
』
第
六
八
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
九
～
一
九
〇

頁
）。

（
55
）
平
㔟
隆
郎
『
史
記
の
「
正
統
」』（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
56
）
間
瀬
注
50
前
掲
論
文
は
、
前
三
七
七
年
頃
の
蜀
楚
の
政
治
的

対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
国
期
に
蜀
が
急
速
に
（
秦
文
化
以

上
に
）
楚
文
化
を
受
容
し
始
め
た
点
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ

の
原
因
と
し
て
、
高
度
な
楚
文
化
が
蜀
貴
族
の
階
級
的
要
求
に

答
え
る
も
の
で
、
い
わ
ば
身
分
表
示
の
道
具
と
し
て
有
用
で
あ

る
点
と
、
楚
が
先
進
稲
作
技
術
を
有
し
た
点
を
挙
げ
る
。

（
57
）
工
藤
元
男
「
秦
の
巴
蜀
支
配
と
法
制
・
郡
県
制
」（『
ア
ジ
ア

地
域
文
化
学
の
構
築
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
～
五
二

頁
）。

（
58
）「
荘
蹻
の
夜
郎
征
伐
」
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、
早
稲
田

大
学
長
江
流
域
文
化
研
究
所
編
「『
後
漢
書
』
南
蛮
西
南
夷
列

伝
訳
注
（
三
）」（『
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報
』
第
三
号
、

二
〇
〇
五
年
、
二
五
五
～
四
一
二
頁
）
で
諸
説
を
列
挙
・
整
理
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す
る
と
お
り
、
頃
襄
王
期
の
戦
役
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
荘
蹻
が

滇
に
達
し
た
と
す
る
伝
説
に
関
し
て
は
異
論
も
多
い
。『
史
記
』

西
南
夷
列
伝
・『
漢
書
』
西
南
夷
両
粤
朝
鮮
伝
は
荘
蹻
（
＝
荘
豪
）

が
長
江
を
遡
っ
て
巴
・
黔
中
両
郡
を
征
伐
し
た
と
し
、
任
乃
強

『
華
陽
国
志
校
補
図
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、

三
一
三
～
三
一
五
頁
）
は
長
江
上
流
沿
岸
の
塩
泉
争
い
と
す
る
。

一
方
、楊
注
６
前
掲
書
（
四
二
〇
頁
）
は
、秦
の
巴
蜀
確
保
後
（
前

三
一
六
）
に
楚
が
長
江
を
遡
上
す
る
の
は
不
可
能
と
す
る
。
徐

中
舒
・
唐
嘉
弘
「
古
代
蜀
楚
的
関
係
」（『
文
物
』
一
九
八
一
年

第
六
期
）
は
荘
蹻
を
貴
人
実
辺
策
の
一
例
と
す
る
。

（
59
）
山
崎
注
20
前
掲
論
文
、
安
倍
注
51
前
掲
論
文
（
一
九
八
〇
年
、

一
九
八
二
年
）。

（
60
）
宇
都
宮
注
48
前
掲
論
文
、
史
念
海
「
釈
《
史
記
・
貨
殖
列
伝
》

所
説
的
〝
陶
為
天
下
之
中
〟
兼
論
戦
国
時
代
的
経
済
都
会
」（『
河

山
集
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
六
三
年
）。

（
61
）
工
藤
元
男
「
戦
国
の
会
盟
と
符
―
―
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
戦

国
縦
横
家
書
』
二
〇
章
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
東
洋
史
研
究
』

第
五
三
巻
第
一
号
、
一
九
九
四
年
、
一
～
二
三
頁
）。

（
62
）
戦
国
期
の
寿
春
を
取
り
巻
く
環
境
・
水
利
に
関
し
て
は
、
村
松

弘
一
「
中
国
古
代
淮
南
の
都
市
と
環
境
―
―
寿
春
と
芍
陂
―
―
」

（『
中
国
水
利
史
研
究
』
第
二
九
号
、二
〇
〇
一
年
、一
～
二
〇
頁
）

も
参
照
。

（
63
）
趙
徳
馨
『
楚
国
的
貨
幣
』（
湖
北
教
育
出
版
社
、一
九
九
六
年
）

等
。

（
64
）
江
村
治
樹
「
楚
貝
貨
の
性
格
」（『
春
秋
戦
国
時
代
青
銅
貨

幣
の
生
成
と
展
開
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
三
一
三
～

三
七
二
頁
）。




